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要 旨 

本稿では、暗号資産の保有に係る会計上の取扱いに関して、デジタルマネーを分

類する独自の枠組み（会計マネー・ツリー）を用いたアプローチからの考察を試

みる。具体的には、Adrian and Mancini-Griffoli [2019] が示した支払手段の分類に

関する枠組み（マネー・ツリー）の分析視角を出発点に、会計的な視点からデジ

タルマネーの経済実態を捉えるための 6 要素に基づき支払手段を分類する独自

の枠組み（会計マネー・ツリー）を提示する。この枠組みを用いて、キャッシュ

フローの態様に重要な影響を及ぼす 4 要素からみると、暗号資産をはじめとす

るデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いに固有の難しさはないと考えら

れることを明らかにする。同時に、デジタルマネーが現金それ自体として扱われ

得るかどうかを識別する 2 要素からみた場合、法定通貨と異なる表示単位を用

いるデジタルマネーの使用が拡がると、外貨との境界が曖昧化し、そもそも現行

の会計基準における外貨の扱いが適切なのかなどの課題を投げかけることにな

ると指摘する。最後に、暗号資産の会計マネー・ツリー上の分類（暗号資産の経

済実態）と保有目的を踏まえた会計上の取扱いについて検討したうえで、現行の

国際財務報告基準（IFRS）に基づく取扱いとの差異を示している。 

キーワード：暗号資産、外貨、会計、国際財務報告基準（IFRS）、デジ

タルマネーの分類 

JEL classification: M41 
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１．はじめに  

（１）背景 

デジタル化を中心とする情報技術革新のもと、企業によるフィンテックの活

用などが進展している。金融とそれ以外の分野の融合が進み、産業の垣根の実質

的な意味が薄れていることを受けて、金融・商取引関連法制では、主体を前提と

しない、機能別の横断的な規制対応がグローバルな課題となっている1。これに

対して、会計基準2は元来、基本的には行為主体別にはなっておらず、取引を対

象としたルールなので、同様の状況にはない3。他方、デジタル化の動きにより、

現行の会計基準の分類への当てはめが明確でない取引が生じ得る。実際、ビット

コインのような暗号資産の保有に適用する IFRS の基準もはっきりしなかった。 

2009 年の「ビットコイン」の誕生後、ビットコインを改良もしくは模倣した

暗号資産が数多く生まれた。これらの暗号資産は、第 1 世代の暗号資産と呼ば

れることがある。法定通貨に対する価値の変動が大きく、現実の支払手段として

は受け入れられずに、専ら投機の対象となった第 1 世代に対して、第 2 世代と

も呼ばれるのがステーブルコインである4。ステーブルコインは、フェイスブッ

クが主導する「リブラ（現ディエム）」構想で一躍有名になったが、（法定通貨に

対する）価値の安定化を図る意図をもって発行される暗号資産の総称として用

いられている。 

このほか、決済事業者の口座に利用者が保有する資金（以下、決済事業者へ

の預け金5）を用いた、オンラインやモバイルで利用可能なプリペイド型の決済

                                                 
1 例えば、Aaron, Rivadeneyra, and Sohal [2017]、Carstens [2018] を参照。また、G7 Working 

Group on Stablecoins [2019] では、ステーブルコインの枠組みに対して既存の決済システ

ム等と同様に頑強な要請・基準を満たすこと（「同一の活動・同一のリスク・同一の規

制」の確保）が必要としている。 
2 本稿において、会計基準の具体的な取扱いに言及する際は、特に断りのない限り、国

際財務報告基準（International Financial Reporting Standards: IFRS）を参照する。 
3 IFRS において、例えば、金融商品会計を定める IFRS 第 9 号「金融商品」は、金融機

関・一般事業法人の別にかかわらず、同様に適用される。わが国の会計基準では、基本

財務諸表の表示について、銀行等では一般事業会社とは別の定めがあるなど、主体を前

提とした定めが一部あるものの、会計の本質的な部分である認識や測定については、あ

くまで取引ごとに定められている。 

4 Brainard [2019, 2020]、Beau [2020] など。 
5 わが国や米国、EU などでは、預金の受入れを行う主体には銀行免許が求められてい

る。これらの法域において、銀行免許を持たない決済事業者の口座に利用者が保有する
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サービスも数多く生まれている。他方で、中国では、「支付
ア リ

宝
ペイ

」で決済に利用可

能なマネー・マーケット・ファンド（Money Market Fund: MMF）が 2013 年に登

場するなど、新しいかたちの支払手段が登場している。また、いわゆるリワード・

プログラムを通じて、企業が顧客に特典として与えるポイントやマイレージな

ど（以下、ポイント）の中には、発行者間における相互のポイント交換を可能と

する連携が進んでおり、広範に利用可能な「企業通貨」とも言える性格が強いも

のもある。さらに、多くの中央銀行は、中央銀行デジタル通貨の調査・検討を進

めている6。このように、様々な電子的な支払手段が登場する中で、これらを指

し示す用語は区々であるが、本稿では、会計上の資産に該当する、支払手段とし

て利用され得るあらゆる電子的な支払手段を「デジタルマネー」と呼ぶ。また、

第 1 世代の暗号資産を「ビットコインのような暗号資産7」、第 2 世代の暗号資産

を「ステーブルコイン」として、両者を併せて「暗号資産」と呼ぶこととする。

本稿における用語の使い方を整理すると、次のようになる（図表１）。 

図表１ 本稿における用語の使い方 

 

 

                                                 

資金は、法律上の預金にあたらないが、本稿では、会計用語として、「預け金」と呼ん

でいる。なお、決済に必要な資金の受入れと規制対象となる預金の受入れの線引きには

曖昧な部分があり、その切り分けは近時の課題となっている（関口［2020］）。 
6 BIS が実施した中央銀行デジタル通貨（CBDC）のサーベイによると、「何らかのかた

ちで CBDC の取組みを行っている」と回答した中央銀行が 8 割強あった。また、2 割以

上の中央銀行は「一般利用型の CBDC の発行の『可能性が高い（likely）』または『可能

性がある（possible）』」と回答した（Boar and Wehrli [2021]）。バハマ中央銀行は 2020 年

10 月、一般利用型の CBDC を発行した。 
7 この表現は、IMF [2019] の‟Bitcoin-like crypto assets”に倣っている。なお、「ビットコ

インのような暗号資産」には、ビットコインを含めている（IMF [2019] も同様）。 

支払手段 

物理的 

 

電子的  

 

電子的  

 

預金 

決済事業者への預け金 

… 

暗号資産 

 

決済に利用可能な（ICO を通じて発行される）トークン 

決済に利用可能な MMF 

リワード・プログラムを通じて発行される（広範囲に利

用可能な）ポイント 

中央銀行デジタル通貨 

ビットコインのような暗号資産 

ステーブルコイン 

デジタルマネー
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（２）本稿の目的とリサーチ・クエスチョン 

新しいかたちのデジタルマネー8には、その会計上の取扱いにあたって、現行

の会計基準において想定されていないような難しさがあるのか。また、現行の会

計基準を当てはめることは適切な扱いとなるのか。本稿の目的は、こうした問題

意識に基づき、暗号資産の保有に焦点を当てて、次の 2 点を明らかにすること

であり、そのために以下に述べる 4 つのリサーチ・クエスチョン（RQ）に対す

る答えを探索することを試みる。 

① 暗号資産の保有に係る会計上の取扱いを検討するにあたって、現行の会計

基準が想定していない難しさはあるのか。 

国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）は、ビッ

トコインのような暗号資産について 2016 年以降検討を行い、2018 年時点では基

準開発の作業計画には追加せず、この論点の検討を IFRS 解釈指針委員会（IFRS 

Interpretations Committee: IFRS-IC）に依頼することとし、2019 年にアジェンダ決

定が公表され、既存の IFRS の適用の仕方が説明された（IFRS-IC [2019]、補論 1）

9、10。このように、ビットコインのような暗号資産の保有に適用する IFRS の基

準ははっきりしなかった。ビットコインのような暗号資産は、どのような点で現

行の会計基準が想定していなかった性質を有しているのか。2 節では、次の RQ1

について考察する。 

RQ1：ビットコインのような暗号資産について、現行の会計基準の分類への当

てはめが明確でなかった背景は何か。 

前述のとおり、本稿では、ビットコインのような暗号資産およびステーブル

コインを暗号資産と呼んでいるが、ステーブルコインには、既に幾つかの種類

が存在するうえ、現在構想段階にあるグローバル・ステーブルコインなど、あ

らゆる性格のものが登場し得る。それだけではなく、暗号資産は、暗号通貨と

                                                 
8  ここで、新しいかたちのデジタルマネーとは、電子的な支払手段（デジタルマネー）

のうち、2000 年代入り後に新たに登場したものや現時点で構想段階にあるデジタルマ

ネーを指す。 
9 IFRS-IC は、IFRS の適用の解釈のほか、IFRS において特定の定めがない論点に関す

る適時の指針を示すことを目的としている。既存の IFRS をどのように適用するのかを

説明する IFRS-IC の検討結果と基準設定アジェンダに追加しないことの決定は、「アジ

ェンダ決定」として公表される。 
10  本稿において、2019 年 6 月に公表された「『暗号通貨の保有』（Holdings of 

Cryptocurrencies）に関するアジェンダ決定」を単に「アジェンダ決定」とも言う。 
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も呼ばれることがあるように、現金との類似性が指摘されることがある11。こ

のような暗号資産の保有に係る会計上の取扱いについて、現行の会計基準の分

類といった建て付けに伴う難しさのほかに、現行の会計基準が想定していない

固有の論点、すなわち、経済実態の観点から固有の難しさはあるのか。 

RQ2：暗号資産などのデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いについて、

経済実態の観点から、固有の難しさはあるか。 

RQ3：暗号資産などのデジタルマネーが現行の会計基準に投げかける課題はあ

るか。 

本稿では、新しいかたちのデジタルマネーの会計的に重要な経済実態を捉え

ることを通じて、この点を検討する。暗号資産などのデジタルマネーの経済実態

が現行の会計基準の想定内であれば、それらの保有に係る会計上の取扱いに特

段の困難はない一方、これまで想定されてこなかったような新しさがあれば、会

計上の取扱いにあたって固有の難しさや、会計基準に投げかける課題があり得

ると考えられる。その際、あらゆる性格の暗号資産が登場し得ることを踏まえて、

様々な種類のデジタルマネーの経済実態について考察する。 

3 節では、暗号資産をはじめとするデジタルマネーの経済実態を捉えるため

に、会計的な視点から重要な要素を整理し、続く 4 節では、これらの要素に即し

て、デジタルマネーを分類する独自の枠組み（会計マネー・ツリー）を提示する。

この枠組みを用いて、会計マネー・ツリー上の分類（デジタルマネーの経済実態）

の観点から、上記 RQ2 および RQ3 について考察する。 

② 暗号資産の保有について、現行の会計基準を当てはめることは適切な扱い

となるのか。 

ビットコインのような暗号資産の保有に係る会計上の取扱いについては、前

述のとおり、2019 年のアジェンダ決定により、既存の IFRS の適用の仕方が説明

された12。しかしながら、暗号資産の特別性から、現行の IFRS の当てはめが適

                                                 
11 実際、アジェンダ決定に至るまでの IASB の議論では、将来的に、ビットコインのよ

うな暗号資産が会計上の「現金」に分類される可能性についても議論された。 
12  アジェンダ決定では、一定の要件を満たす暗号資産を「暗号通貨（cryptocurrency）」

と呼び、検討の対象としている。本稿で「ビットコインのような暗号資産」と呼んでい

るものが念頭に置かれており、ステーブルコインについては、本アジェンダ決定の対象

外とすることが意図されている（補論 1・2 を参照）。 
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切な取扱いとならない可能性がある13。現行の会計基準を必ずしも前提とせず、

暗号資産の経済実態と保有目的を踏まえた会計上の取扱いはどのようになるの

か。それらは IFRS に基づく取扱いと異なるのか。 

RQ4：現行の IFRS に基づく暗号資産の保有に係る取扱いは、経済実態と保有

目的を踏まえたものとなっているのか。 

5 節では、上記 RQ4 を検討するため、ビットコインのような暗号資産とステ

ーブルコインについて、会計マネー・ツリー上の分類（暗号資産の経済実態）に

基づく経済実態と保有目的を踏まえた会計上の取扱いがどのようになるのかを

示すとともに、現行の IFRS に基づく取扱い（補論 1・2）との差異を示している。 

ビットコインのような暗号資産の会計上の本質は、学問上十分検討されてお

らず、会計基準設定主体間でも調整がなされていない（池田［2020］）。また、実

務的にみると、ビットコインのような暗号資産は、現時点において、個人による

保有が圧倒的に多いうえ、投機目的での保有がほとんどとみられるため、企業の

財務報告における重要性は乏しい14。もっとも、リアルマネー投資家による需要

が高まる可能性などから、会計上の取扱いを改めて検討する必要性が生じるこ

とも考えられる。ステーブルコインについては、具体的にどのような性格のもの

が新たに誕生し得るかも分からない状況ではあるが、将来的には、企業による保

有が拡がる可能性も排除できない。そうしたときの議論を深める一助となるべ

く、本稿では、暗号資産の保有に係る会計上の取扱いについて、デジタルマネー

を分類する独自の枠組みを用いたアプローチからの検討を試みる。 

  

                                                 
13 ビットコインのような暗号資産の保有に係る会計上の取扱いについて、IFRS-IC が既

存の IFRS で対応可能と判断したのとは対照的に、企業会計基準委員会（ASBJ）は、以

下のとおり述べ、2018 年 3 月に新たな会計基準を公表した。 

「（…）仮想通貨については、直接的に参照可能な既存の会計基準は存在しないこ
とから、本実務対応報告においては、仮想通貨に関する会計処理について既存の
会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定めている。」
（実務対応報告第 38 号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面
の取扱い」33 項）。 

14 テスラ社が 2021 年 1 月に同社の投資方針を改定し、その後 15 億ドル相当（同社の

流動性資産の約 6％）のビットコインを購入したことは大きな話題となったものの、企

業による暗号資産の保有は、ごくごく例外的な動きとみられている。 
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２．現行の会計基準への分類への当てはめが明確でなかった背景 

本節では、次の RQ1 について考察する。 

RQ1：ビットコインのような暗号資産について、現行の会計基準の分類への当

てはめが明確でなかった背景は何か。 

（１） ビットコインの革新性――会計基準の観点からみた新しさ―― 

現代において、これまで広範に利用可能で、 “peer-to-peer”の（第三者を介さ

ない）支払に用いることができる手段は事実上、現金のみであった。ところが、

2009 年に誕生したビットコインは、ブロックチェーンという分散型台帳技術を

利用して peer-to-peer のデジタルな移転（支払）を可能にした15。ビットコイン

は、peer-to-peer の性質があることにより匿名性を確保するとのメリットを有す

る16。さらに、ビットコインの場合、広範な利用可能性（アクセシビリティ）と

peer-to-peer に加えて、現金とは異なり、物理的な実体を持たずに、そのデジタル

な移転を可能にしたことに最大の革新性があったと言える17。 

Peer-to-peer とデジタルの両者の性質を併せ持つことは当初、時間的・金銭的・

事務的コストを低減できる支払手段として期待された。しかしながら、よく知ら

れているとおり、ビットコインのような暗号資産は、法定通貨に対する価値変動

が大きいことから、現実にはほとんどが投機目的となっている18。そうはいって

も、デジタルの記録それ自体が経済的価値を持つに至った。ビットコインのよう

な暗号資産は、キャッシュフローなどの経済的便益を生むことが何ら約束され

                                                 
15 Nakamoto [2008] は、信頼された第三者機関を経由せずに、直接、オンラインでの支

払いを可能とするシステムとして、ビットコインを提案した。 
16 ビットコインの場合、取引後に何ら取引の証跡が残らない現金とは異なり、全ての取

引が台帳上に記録されるため、完全な匿名性は確保されないが、取引者の氏名は明らか

にならない。ここでは、「偽名を用いた取引が可能な性質」を「匿名性」と言っている。 
17  Bech and Garratt [2017] は、Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) 

[2015] および Bjerg [2017] の議論をもとに、①発行者、②形式、③広範な利用可能性の

有無、④移転の仕組みの 4 つの特性に基づく、新たなマネーの分類を提示している。こ

の分類に従えば、ビットコインのような暗号資産は、①発行者が中央銀行ではない、②

形式が電子的、③広範に利用可能、④peer-to-peer の特性を兼ね備えた支払手段である。 
18  ビットコインの送金手数料は、ビットコインに対する取引需要の高まりに伴う処理

遅延の発生やマイナーが受領する報酬の減少（ビットコインの発行高に応じて減少する

ことが設定されているため、報酬の減少は不可避）などから、高まっている。 

また、ビットコインの基盤技術であるブロックチェーン技術については、現実の技術

が達成しているセキュリティの性質とそのレベルと、それらの目標との間に乖離がある

ことも、同技術を現実の運用に活かしていくうえでの課題となっている（松尾［2020］）。 
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ない19にもかかわらず、広範な利用可能性、peer-to-peer、デジタルの性質を兼ね

備えるという革新性によって、当該資産の保有に伴う何らかのメリットが生ず

ることから、一定の経済価値を有する資産となった、との評価が可能だと考えら

れる20。さらに、自由に売買できる取引所が存在するビットコインのような暗号

資産は、市場価格が存在する。このように、①物理的な実体がなく、②契約また

は特別な根拠法に基づく権利でもないにもかかわらず21、③市場価格があるとい

う、ビットコインのような暗号資産の性格は、会計基準の観点からみても特別な

ものであったと考えられる（図表２22）。 

図表２ 会計基準の観点からみた特別性 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
19 ビットコインについて、「本源的な価値がゼロ」（CPMI [2015]）、「ファンダメンタル・

バリューがゼロ」（Roubini [2021]）などと言われる所以である。 
20 この点、Cochrane [2017] は、一般的に、ある資産の価格がゼロを上回る理由につい

て、①何らかの「配当」がある、②何らかの価値がある、③永遠に価格が上昇すると考

えられている、のいずれかであると整理し、3 点目（合理的バブル）の考え方は、根本

的な欠陥があるとしたうえで、ビットコインについては、マネー・ロンダリング等に使

えることが、上記の②にあたる価値になっている、と主張している。 
21  ビットコインのような暗号資産には発行者が存在せず、債権と捉えることはできな

いと考えられている（末廣［2017］、金融法委員会 ［2018］、加毛［2019］など）。ビッ

トコインの保有にあたり、プログラム・コードに対する合意があるとみる見解もあるが、

「伝統的な民法（契約法）の世界で考えられている合意や契約と異なるものと考えざる

を得ない」（末廣［2018］55 頁）。また、ビットコインのような暗号資産には、特許権や

商標権などと異なり、特別な根拠法（特許法、商標法など）が存在しない。 
22  図表２は、会計基準の観点からみたビットコインのような暗号資産の新しさを示す

ことを目的としており、あらゆる資産の分類を可能とするものではない。  
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（２）現行の会計基準の分類への当てはめ 

ビットコインのような暗号資産の保有に適用する IFRS の基準は、IFRS-IC に

よるアジェンダ決定の公表まではっきりせず、IFRS を適用する企業は、ビット

コインのような暗号資産を金融商品、無形資産または棚卸資産として扱ってい

た（IASB [2018b]）。 

このように企業が適用する IFRS の基準が区々となったのは、前述のビットコ

インのような暗号資産の性格（「物理的な実体がない」、「契約または特別な根拠

法に基づく権利がない」、「市場価格がある」）のうち、企業がいずれの性質を重

視したかに起因するのではないかと思われる。まず、「物理的な実体がない」と

いう性質は、無形資産の主たる定義に一致する23。次に、自由に売買できる取引

所が存在するビットコインのような暗号資産は、「市場価格がある」点において、

有価証券などの金融商品と同じである。他方、「金融商品でも『契約または特別

な根拠法に基づく権利』でもないが、市場価格が存在する」という性質は、コモ

ディティなどの棚卸資産と共通している。 

ビットコインのような暗号資産について、アジェンダ決定では、「通常の事業

の過程における販売の目的で保有する」場合には、IAS 第 2 号「棚卸資産」を、

そうではない場合には、IAS 第 38 号「無形資産」を適用するとの見解が示され

た（補論 1）。このため、ビットコインのような暗号資産の保有に係る会計上の

取扱いが、IFRS 適用企業によって区々となることはなくなった。しかしながら、

ビットコインのような暗号資産は、典型的な無形資産、棚卸資産のいずれとも異

なる性格を有していることから、現行の IFRS の当てはめが適切な取扱いとなら

ない可能性がある。IAS 第 2 号を適用するのであれば、一般に、市場価格がない

中で、企業の保有する他の資産や人材・ネットワークとの組合せによりキャッシ

ュフローを生むという意味で間接的にキャッシュフローを生む資産（事業投資）

と考えられている棚卸資産の基準を、ビットコインのような暗号資産に適用す

ることの是非が問われることとなる24。また、IAS 第 38 号を適用するのであれ

                                                 
23 IFRS では、無形資産を「物理的実体のない、識別可能な非貨幣性資産」と定義して

いる。 
24 IASB の 2018 年概念フレームワークでは、企業の事業活動が、いくつかの経済的資源

を組み合わせて財又はサービスを生産し顧客に販売するために使用することによって、

キャッシュフローを間接的に生み出すことを伴う場合の例として、棚卸資産を挙げ、「棚

卸資産は通常、企業の他の経済的資源を広範囲に（例えば、生産及び販売活動に）使用

しないと、顧客に販売できない」（6.55 項）と述べている。 
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ば、ビットコインのような暗号資産に物理的な実体がないことは確かだが、無形

資産の基準を適用することの適否が問われることとなる25。そもそも会計基準に

おいて、伝統的に、IFRS に限らず、無形資産を有形資産と区別しているのは、

典型的な有形資産と、典型的な無形資産とでは、会計処理を定めるうえで考慮を

要する幾つかの重要な特性上の違いがあり、その特性に応じて会計処理を考え

るのが適切と考えられるためである（企業会計基準委員会［2009］6 頁）。もち

ろん、物理的な実体の有無に起因する資産の特性の違いがあることは間違いな

いが、物理的な実体の有無が会計処理を決めるうえで本質的とは考え難い26、27。

特に、ビットコインのような暗号資産は、「流通することが前提である流通財」

（末廣［2017］68 頁）であり、市場価格がある資産と言う意味で、やはり一般

的な無形資産28とは一線を画している中において、無形資産の基準を適用するこ

                                                 
25 無形資産の基準は、いろいろな性格のものを対象としているため、新しい性格の無形

資産が登場すると、無形資産を対象とした会計基準における取扱いの有用性が議論され

ることとなり得る。これは 2000 年代央に、京都議定書の発効を展望して、IASB がいわ

ゆるキャップ・アンド・トレードの排出権に関する取扱いを議論したときも同様であっ

た。なお、国際財務報告解釈指針委員会（IFRIC）は当時、2004 年に IFRIC 第 3 号「排

出権」の公表を行ったが、欧州財務報告諮問グループ（European Financial Reporting 

Advisory Group : EFRAG）などから経済的な実態を忠実に示さないことがあると、強い

懸念が示されたことを受けて、2005 年には IFRIC 第 3 号の撤回（withdrawal）を決めた

経緯がある。IFRIC 第 3 号に対しては、特に、資産（排出枠）と負債（企業の排出量に

応じた義務）の測定方法の違いがもたらす損益への影響等が問題視された。 
26 企業会計基準委員会［2009］は、物理的な実体がないことに起因する資産の特性のう

ち、会計処理等を考える上で特段の考慮を要する可能性があるものとして、例えば次の

ようなものが考えられるとしている（8 頁）。 

(1) 物理的な寿命により、当該資産の経済的効果の及ぶ期間の上限を画することがで
きないため、費用配分期間の合理性の確保がより困難である。 

(2) 当該資産の利用に、物理的な実体による制限がなく、同時に複数の当事者による
利用や、複数の用途での利用が容易であるなど、より多様な利用形態が想定される
ことから、経済的な効果の及ぶ期間の見積りがより困難である。 

(3) 特に自己創設による場合には、資産を構成する原価の範囲を特定することがより
困難である。 

27  有形・無形の区別は、資産の基本的属性を決定する上で有用でないとの主張（Paton 

and Paton [1952]）は古くから存在する。実際、有価証券については、1980 年代半ば以降

における各国・地域におけるペーパーレス化（無券面化）を経ても、会計上の取扱いは

変わっていない。こうしてみると、物理的な実体の有無は、会計基準における実務的・

便宜的な区分として経路依存的に使われていると思われる。 

28 IFRS では、無形資産について、次のように言及している（IAS 第 38 号 78 項）。 

・ 活発な市場は存在するかもしれないが、一般的ではない。 

・ 一部の法域においては、自由に譲渡可能なタクシーの事業免許、漁業権又は生産
割当枠について、活発な市場が存在するかもしれない。 
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との適切性が論点となる。これらの点は 5 節で詳しく検討する。 

３．デジタルマネーの経済実態を捉える会計的に重要な要素は何か 

次に、暗号資産の保有に係る会計上の取扱いについて、現行の会計基準が想

定していない固有の論点、すなわち、経済実態の観点から固有の難しさがあるの

かを検討する。本稿では、将来的にあらゆる性格の暗号資産が登場し得ることを

踏まえて、新しいかたちのデジタルマネーの会計的に重要な経済実態を捉える

ことを通じて、この点を検討する。会計では、伝統的に、「実質優先（substance 

over form）」の原則が重視されており29、暗号資産の経済実態が現行の会計基準

の想定内であれば、それらの保有に係る会計上の取扱いに特段の困難はない一

方、これまで想定されてこなかったような新しさがあれば、会計上の取扱いにあ

たって固有の難しさや、会計基準に投げかける課題があり得ると考えられる。も

っとも、経済的実質（経済実態）を捉えることは必ずしも容易ではない。このた

め、本節では、次節における検討の準備作業として、デジタルマネーの経済実態

を捉えるためには、会計的な視点からどのような要素が重要と考えられるのか

を整理する。 

まず、企業は、キャッシュフローを創出する器であると考えられるため、そ

のプロセスの理解や評価のために、投資家をはじめとする財務諸表の利用者に

とっては、企業のキャッシュフローに関する情報が重要である30。これを踏まえ、

                                                 
・ ブランド、新聞題字、音楽及びフィルムの出版権、特許又は商標については、そ
れぞれの資産が独特であることから、活発な市場は存在しえない。 

・ 無形資産は売買されるが、契約の交渉は個々の買い手・売り手の間で行われ、取
引が相対的に少ない。 

・ ある資産に支払われた価格が別の資産の公正価値の十分な根拠とならないかもし
れない。 

・ 価格が公表されていない場合が多い。 
29 「実質優先」の原則は、法的形式が違っても経済的実質は同じとみて画一的な処理を

選択するのに使われる。また、形式は同じでも実質が違うケースではその反対になる（斎

藤［2019］9 頁）。 
30  IASB の概念フレームワークでは、財務報告の目的は「現在および潜在的な投資者、

貸付者および他の債権者が、企業への資源の提供に関する意思決定を行う際に有用な、

報告企業についての財務情報を提供すること」（1.2 項）としている。そのうえで、現在

および潜在的な投資者、貸付者および他の債権者は、①企業への将来のネット・キャッ

シュインフローの金額、タイミングおよび不確実性（見通し）、および②企業の資源に

係る経営者の受託責任に関する評価を行うために役立つ情報を必要としている（1.3 項）

と述べている。 
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はじめに、デジタルマネーそれ自体が現金となる結果、会計上の「現金」として

扱われる可能性を考える（以下、現金それ自体＜会計基準の用語としては、手許

現金＞を指す場合は現金とイタリックで表記し、会計上の現金＜会計基準の用

語としては、手許現金及び要求払預金＞を指す場合は、「現金」と鉤括弧を付け

て表記する）。次に、現金以外については、デジタルマネーが生み出すキャッシ

ュフローの態様――具体的には、キャッシュフローの i）金額、ii）タイミング、

iii）蓋然性――に重要な影響を及ぼす要素について考察する31。本節ではこのよ

うに、第 1 に、デジタルマネーそれ自体が会計上、現金として扱われ得るかどう

か、第 2 に、現金以外については、会計的な視点から、それが生み出すキャッシ

ュフローの態様に重要な影響を及ぼす要素を捉えることとする。 

（１）デジタルマネーそれ自体が現金として扱われる可能性 

企業のあらゆる会計行為が貨幣（通貨）を単位として測定されていることに

端的に表れているとおり、そもそも、会計にとって現金は特別な存在と言える32。

デジタルマネーそれ自体が会計上、現金として扱われ得るかどうかは、企業のキ

ャッシュフローに関する情報という観点のみならず、この点からも重要である。 

一般に、通貨の機能としては「価値の尺度（unit of account）」、「価値の保蔵

（store of value）」、「交換の媒介（medium of exchange）」の 3 つが挙げられる。

現在の社会において、法定通貨は強制通用力を与えられることなどにより、これ

                                                 

 企業の保有する資産が金融投資であれば、当該資産によって創出されるキャッシュフ

ローは、企業へのキャッシュフローに直結する一方、事業投資であれば、他の資産との

組み合わせにより、企業へのキャッシュフローを創出する。企業が事業投資として、暗

号資産を保有する可能性については 5 節で検討する。 
31 ASBJ の討議資料「財務会計の概念フレームワーク」では、次のとおり、企業の将

来キャッシュフローが投資家意思決定の観点から同じとみられる場合を、実質が同じ

としている（下線は筆者）。 

「会計情報が比較可能であるためには、実質が同じ、すなわち、企業のキャッシ
ュフロー（の金額、タイミング、不確実性）が投資家の意思決定の観点から同じ
とみられる場合には同一の会計処理を、それが異なる場合には異なる会計処理が
なされていなければならない。」（企業会計基準委員会［2006］第 2 章 20 項） 

32 貨幣（通貨）を測定単位とすることは、Moonitz [1961] が示した会計の公準（postulates）

の 1 つでもある。また、会計の古典的な定義には、測定単位として貨幣が用いられるこ

とが示されている。例えば、米国会計士協会の会計用語委員会が 1941 年に策定した会

計の定義は次のとおり（AICPA [1961]、下線は筆者）。 

「会計とは、（少なくとも部分的に）財務的性格を持つ取引や事象について、意味
のある方法を用いて（in a significant manner）、また、貨幣によって（in terms of 

money）、記録・分類・要約を行い、その結果を解釈する技術（art）である」 
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らの通貨の機能を果たしている33。ただし、独自の表示単位がある支払手段であ

る場合、将来的に、社会においてこれらの通貨の 3 つの機能を、現在、実際に通

貨として使われている法定通貨と同等に果たすことがあれば、デジタルマネー

それ自体を、現金として、会計上「現金」として扱うことも可能性としては排除

されない34。 

「社会における通貨の機能」は、「支払手段として、どの程度広範に利用され

ているか」とは明確に区別される。例えば、財・サービスの販売の対価として、

ビットコインを受け入れる企業は確かに存在するが、ほとんどの場合、そうした

企業は受け入れたビットコインをそのまま保有せずに、仲介者（通常、交換所や

交換所と提携する企業）を通じて、法定通貨に即時換金を行っている35、36。こう

した企業行動は、企業がその将来の価値を信頼しておらず、ビットコインが「価

値の保蔵」の機能を果たしていないことを示唆している。それ自体が現金とは考

えられないデジタルマネーの場合、支払手段として、どの程度広範に使われてい

るかは、当該資産の流動性と概ね言い換えられる。ここでいう高い流動性とは、

                                                 
33 法定通貨の価値は、強制通用力のみならず、金融政策、通貨の偽造防止技術や通貨偽

造罪をはじめとする法規制などによって支えられている。 
34「社会において通貨の機能を果たしているか」といった要件は、会計基準設定におい

ては、やや曖昧とも考えられるが、こうした考え方は、暗号通貨の保有に係るアジェン

ダ決定において IFRS-IC が示した以下の見解と軌を一にするものである（下線は筆者）。 

「IAS 第 32 号 AG3 項は、『通貨（現金）は金融資産である。これは、交換の媒介
を表すものであり、それゆえ、財務諸表における全ての取引が認識され、測定さ
れる基礎となっているためである。銀行などの金融機関への現金の預入れは金融
資産である。これは、預金者が金融機関から現金を得るほか、小切手または類似
の手段によって金融債務の支払いに充てるという、契約上の権利を表しているた
めである。』と述べている。 

委員会は、IAS 第 32 号 AG32 項における現金の記述は、現金が交換の媒介として
用いられること（財やサービスとの交換に用いられること）、および財務諸表にお
ける全ての取引が測定され、認識される基礎になると言える程度まで、財やサー
ビスの価格付けにおける貨幣単位として用いられることが期待されていることを
示唆していると考えた。」（「暗号通貨の保有」に関するアジェンダ決定） 

35 例えば、Yermack [2013] を参照。なお、ビットコインが初めて商品販売の支払に利用

された取引は、ピザ 2 枚（約 25 ドル）と 1 万B T C
ビットコイン

との交換（2010 年 5 月）であった

と言われているが、このときも支払は第三者を経由したとされている。 
36 ビットコインのような暗号資産は、価格のボラティリティが大きく、仲介者にとって

のリスク管理をも困難にさせているとみられる。ビットコインを受け入れる企業は通常、

1 回あたりの利用金額に上限を設けているほか、ビットコインを受入れていた企業が一

定の期間、受入れを停止する事例があるのは、仲介者にとっての価格変動リスクを限定

ないし制限するためであると推測される。 
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そのデジタルマネーがいつでも・どこでも（誰にでも）売却可能ないし法定通貨

の払戻しを要求可能であることを意味する。仮に将来、ビットコインのような暗

号資産を受け入れる企業が相当数に上り、広く利用される状況になったとして

も、流動性の高さ（活発な市場の存在）を映じているに過ぎず、「社会における

通貨の機能」の高まりを映じているとは限らない37。 

（２）現金以外のデジタルマネー 

次に、現金以外のデジタルマネーは、事実上、現金のように使われているも

のも中にはあるが、現金それ自体ではない。例えば、要求払預金（いつでも現金

の引出しが可能な預金）を、いつでも現金を生み出す資産と捉えることができる

ように、現金以外のデジタルマネーは、現金を生み出す（キャッシュフローを創

出する）資産とみることができる38。 

現金以外のデジタルマネーを現実の支払手段として用いることは、現金を起

点としてみると、当該デジタルマネーの受渡しに伴う「現金の受入れ」と「現金

の受渡し」の組合せによって、債権・債務を解消させているとみることができる

39。他方、デジタルマネーによっては、支払手段として用いるのではなく、それ

自体を市場などで売却することも考えられる。保有中に利子・配当などが発生す

るデジタルマネーもあるが、基本的には①支払手段としての利用、または②市場

などでの売却のいずれかの方法でキャッシュフローが流入する。 

以下では、現金以外のデジタルマネーの経済実態を捉えるため、キャッシュ

フローの i）金額、ii）タイミング、iii）蓋然性に重要な影響を及ぼす要素を整理

する。まず、支払手段を分類する独自の枠組みを提示した Adrian and Mancini-

                                                 
37 この点、例えば、IASB スタッフのアジェンダペーパーでは、「特定の暗号通貨が、交

換の媒介及び価値の尺度として使われるほどに広範に利用されるような状況に進展す

れば、暗号通貨が現金かについて改めて再評価を行うことが適当と考える」（ IASB 

[2018c] p.3）としているが、現金かどうかを議論する前提としては、「価値の保蔵」の機

能にも着目する必要があると思われる。 
38 本節において、現金以外については、デジタルマネーの経済実態を捉えるために、そ

れらが生み出すキャッシュフローの態様に着目しているが、その「キャッシュ」は通常

の会計基準における「現金」・「現金同等物」ではなく、現金それ自体（現金）として考

えている。 
39 例えば、要求払預金を通じてデビットカードを支払手段として使うことは、「現金の

引出し（現金の受入れ）」と「現金の受渡し」と捉えることができる。同様に、ビット

コインを支払手段として用いることは、「ビットコインの売却（現金の受入れ）」と「現
金の受渡し」と捉えることができる。 
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Griffoli [2019] の「マネー・ツリー40」（図表３）の要素を、次に、それ以外の要

素を考察する41。 

イ．マネー・ツリーの要素 

マネー・ツリーは、①種類、②価値、③保証、④技術の 4 つの要素に即して、

順番に振り分けることにより、支払手段を分類・整理する枠組みである（図表３

＜参考＞）。このうち、最も重要な要素は、1 つ目の「『請求権』（claim）か『オ

ブジェクト』（object）か」（①種類）である。ここで、「オブジェクト」とは、物

理的な実体の有無にかかわらず、決済にあたり、支払に後続する情報の交換が不

要である支払手段――典型的には、法定通貨である現金――を言う（Adrian and 

Mancini-Griffoli [2019]）。 

会計的な視点からみると、マネー・ツリーの 4 要素のうち、キャッシュフロー

の態様に重要な影響を及ぼす要素は、①種類、②価値、③保証の要素である42。

このマネー・ツリーの①種類（「『請求権』か『オブジェクト』か」）によって、

将来のキャッシュフローの主たる流入経路の違いがあることが注目される。す

なわち、「請求権」では、基本的に、権利を行使する相手方からキャッシュフロ

ーが流入する。また、支払手段として「請求権」を用いるときは、「請求権」の

保有者がこの相手方からキャッシュフローを得る権利を第三者である受取者に

売却していると言える。また、「請求権」の保有者は、支払手段として「請求権」

を用いるのみならず、市場がある場合は、そこでの売却もできる。このように、

当該権利を売却するときも、それを受け取る側は、あくまで権利を請求できる相

手方からのキャッシュフローを当てにしていることから、キャッシュフローの

源泉は、あくまで「権利を行使する相手方」（義務を履行する主体）である。こ

のため、「請求権」では、キャッシュフローの i）金額、ii）タイミング、iii）蓋

然性が、権利の内容に依存する。また、マネー・ツリーの②価値（法定通貨での

払戻額が『固定』か『変動』か）および③保証（政府保証の有無）は、それぞれ

                                                 
40 彼らは、提示した分類がツリー状の階層構造となることから、当該分類を「マネー・

ツリー（Money Tree）」と呼んでいる。 
41 Adrian and Mancini-Griffoli [2019] が様々な支払手段を比較検討する上で着目したマネ

ー・ツリーの要素は、会計的な視点からデジタルマネーの経済実態を捉えるためにも有

用と考えられるため、本稿ではこれらの要素の検討から始める。 
42 マネー・ツリーの第 4 の要素（④「技術」）は、デジタルマネーの本質を捉える要素

ではあるが、集中型か、分散型かによって、会計上異なる取扱いは想定され難いことか

ら、会計的な視点から重要な要素とは言い難い。 
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キャッシュフローの i）金額、iii）蓋然性を決める43。さらに、関係する法域にお

ける法律や規制など社会の諸制度のもと、当該「請求権」がどのように位置付け

られているかは、iii）蓋然性に決定的な影響を及ぼす。 

これに対して、「オブジェクト」には、価値の尺度となっているもの（中央銀

行マネー）と、価値の尺度となっていないものの両方がある（Adrian and Mancini-

Griffoli [2019]）。このうち後者――典型的にはビットコインのような暗号資産―

―の場合、基本的に、売却によってのみキャッシュフローの流入が生じる44こと

から、キャッシュフローの i）金額、ii）タイミング、iii）蓋然性は、売却可能性

や価格変動リスクに依存する。このため、特に、活発な市場の存在が重要となる。

価値の尺度となっていない支払手段が活発な市場で取引されていない場合、キ

ャッシュフローの蓋然性は低くなるし、活発な市場における市場価格が存在し

ない場合、通常、信頼性をもって公正価値を測定できない。 

ロ．マネー・ツリー以外の要素 

「請求権」は、金銭を受け取る権利に限られず、財やサービスを受け取る権

利も支払手段になり得る45。財・サービスを受け取る権利でも、経済的便益を受

ける権利が約束されている点では、金銭を受け取る権利と変わらないため、支払

手段として用いることが考えられる。 

企業にとって価値のある財・サービスを受け取ることが確実である場合、実

態としては、キャッシュフローの流入（当該財・サービスに対して本来、支払う

金銭を受け取っていること）に等しい。財・サービスを受け取る権利でも、金銭

を受け取る権利と同様、当該権利の行使または売却46によって、キャッシュフロ 

                                                 
43  政府保証がない場合、取引相手の信用リスクや担保の有無などがキャッシュフロー

の iii）蓋然性を決める。 
44「オブジェクト」は、売却以外に、貸出によって賃貸料を得ることもある。 
45 Adrian and Mancini-Griffoli [2019] では、請求権による支払について、「どこかに存在

する価値に対する権利（claim on value existing somewhere）の移転」と記述しているとお

り、財・サービスの受取を対象とする請求権は排除されていないと思われるが、この点

について明示的な議論はない。これは、現在のところ、支払手段として広範に利用可能

である「財・サービスの受取を対象とする請求権」がないためかもしれない。 
46 金銭を受ける権利と同様、支払手段として用いる（当該権利を第三者である受取者に

売却する）場合と市場で売却する場合の両方があり得る。 
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図表３ Adrian and Mancini-Griffoli [2019] のマネー・ツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 種類（Type） 

（参考）マネー・ツリーは、次の 4 つの要素（elements）に即して、順番に振り分けることにより、支払

手段を分類・整理する枠組み。 

要素 考え方 

①種類(Type) 「『請求権』（claim）か『オブジ
ェクト』（object）か」 

典型的な「オブジェクト」の支払手段として現金がある。支
払手段が「オブジェクト」の場合、（後続する）情報の交換
は不要であり、取引主体がこれを有効と見做す限りにおいて
決済は瞬時に完了する。これに対して、支払手段が「請求権」
の場合、取引主体は、どこかに存在する価値に対する権利
（claim on value existing somewhere）の移転により支払いを行
う。例えば、デビットカードの利用の際には、店頭で利用者
がカードをスワイプすることにより銀行の資産に対する権
利の所有を移転する指示を行う。 

②価値
(Value) 

「請求権」の場合： 

「法定通貨での払戻額が『固
定』か『変動』か」 

「オブジェクト」の場合： 

「単位が『価値の尺度』か」 

払戻し時の価値が（価値の尺度である表示単位で）固定され
ていることは、支払手段としての利便性を高める。 

③保証
(Backstop) 

価値が「固定」の場合： 

「政府が『固定』での払戻しを
保証しているか」 

「法定通貨での払戻額が『固定』の請求権」の場合、「固定」
の払戻しを政府が保証しているかどうかは、当該支払手段に
対する信用に影響を及ぼす可能性がある。 

④技術
(Technology) 

「決済が集中型（centralized）か
分散型（decentralized）か」 

分散型の方が、クロスボーダーの支払を容易化する可能性が
ある。 

（資料）Adrian and Mancini-Griffoli [2019] Figure 1。 
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ーが流入する。ただし、財・サービスを受け取る権利の場合、キャッシュフロー

の確実性は、財やサービスを受け取る蓋然性のみならず、企業のビジネスモデル

（財・サービスが企業にとって価値があるものである蓋然性）にも依存する。 

財・サービスを受け取る権利では、法定通貨での払戻しを受けないことから、

マネー・ツリーの②価値（「法定通貨での払戻額が『固定』か『変動』か」）がそ

のまま当てはまることはない。もっとも、その財・サービスを受け取る量が法定

通貨を媒介として決められていることがある（例：1 ポイント＝1 円）。前述のと

おり、企業にとって価値のある財・サービスを受け取ることは、実態としてはキ

ャッシュフローの流入に等しいと言えることから、財・サービスを受け取る量が

法定通貨を介して決められており、財・サービスとの交換比率が法定通貨を介し

て「固定」されている場合は、（実態として）流入するキャッシュフローが固定

されることを意味し、それ以外の場合は、（実態として）流入するキャッシュフ

ローが変動することを意味する。 

４．会計マネー・ツリーを用いたデジタルマネーの分類と考察 

本節では、3 節で議論した会計的な視点から重要な要素に即して、デジタルマ

ネーを経済実態に応じて分類する独自の枠組み（会計マネー・ツリー）を提示す

る。そのうえで、この枠組みを用いて、会計マネー・ツリー上の分類（デジタル

マネーの経済実態）の観点から、1 節(2)で掲げた次の RQ2 および RQ3 について

考察する。 

RQ2：暗号資産などのデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いについて、

経済実態の観点から、固有の難しさはあるか。 

RQ3：暗号資産などのデジタルマネーが現行の会計基準に投げかける課題はあ

るか。 

（１）会計マネー・ツリー 

3 節の議論を踏まえると、会計的な視点から、デジタルマネーの経済実態を捉

えるために重要な要素は、次の 6 要素に纏められる47。Adrian and Mancini-Griffoli 

[2019] の「マネー・ツリー」を拡張し、会計的な視点から、これらの 6 要素に即

                                                 
47 マネー・ツリーの第 1～3 の要素（①種類、②価値、③保証）に、会計的な視点から

新たに 3 要素（①独自の表示単位の有無、②社会における通貨の機能、③（請求権の場

合において）「金銭を受け取る権利か、財・サービスを受け取る権利か」）を追加した 6

要素。 
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して、支払手段を分類する枠組みが「会計マネー・ツリー」（図表４）である。 

① 独自の表示単位の有無 「法定通貨建てか、独自の表示単位がある

か」 

② 社会における通貨の機能 「社会において通貨の機能を果たしている

か」 

③ 種類 「『請求権』（claim）か『オブジェクト』
（object）か」 

④ 金銭の受取か、財・サー

ビスの受取か 

「『金銭を受け取る権利』か、『財・サービス

を受け取る権利』か」 

⑤ 価値 「金銭を受け取る権利」の場合： 

「法定通貨での払戻額が『固定』か『変

動』か」 

 「財・サービスを受け取る権利」の場合： 

「財・サービスとの交換比率が法定通貨を介

して『固定』か」 

⑥ 保証 払戻し時の価値が「固定」である「金銭を受

け取る権利」の場合： 

「政府が『固定』での払戻しを保証している

か」 

（注）シャドー部分は、マネー・ツリーにおける①～③の要素。 

このうち、1、2 点目は、デジタルマネーそれ自体が、現金（会計基準の用語

としては、手許現金）として扱われ得るかどうかを識別する要素である。「価値

の尺度」が通貨の機能の 1 つであることからも分かるとおり、デジタルマネー

それ自体が現金になるのは、何らかの表示単位を有する場合に限られる。この観

点から、会計マネー・ツリーの第 1 の要素（独自の表示単位の有無）は重要であ

る48。第 2 の要素（社会における通貨の機能）は、第 1 の要素と合わせて、現金

として扱われる必要条件である。現在の社会において、通貨の機能を果たしてい

るのは、法定通貨に限られる。ただし、独自の表示単位があるデジタルマネーの

場合、理屈の上においては、いかなるものでも「社会における通貨の機能を果た 

                                                 
48  法定通貨建てのデジタルマネーそれ自体が現金となるのは、法定通貨の中央銀行に

よる独占的な発行を前提とすると、中央銀行が発行するデジタルマネーである。ただし、

香港のように、法定紙幣発行令（Legal Tender Notes Issue Ordinance）によって民間銀行

の発行する紙幣に法定支払手段たる地位が与えられているケースもある。デジタルマネ

ーの場合でも、民間が発行するデジタルマネーに法定通貨としての地位を付与する設計

は想定され得る。 

キャッシュ
フローの態
様に重要な
影響を及ぼ
す 4 要素 

現金として扱
われ得るかど
うかを識別す
る 2 要素 
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図表４ 会計マネー・ツリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

している」のであれば、現金として、会計上の「現金」になり得る。この点、「社

会において通貨の機能を果たしている」ことが、現金として、会計上の「現金」

として扱われるための必要条件であるとの考え方は、現行の会計基準の背後に

もあると思われる（3 節(1)）49。前節でみた通り、デジタルマネーの経済実態を

会計的な視点から捉えるにあたっては、デジタルマネーそれ自体が現金として

                                                 
49 「社会において通貨の機能を果たしていること」は現金として、会計上の「現金」と

して扱われるための必要条件であると考えられるが、十分条件ではない。公共政策上の

目的などにより、敢えて会計上の「現金」としない扱いも考えられる。例えば、EFRAG 

[2020] は、ステーブルコインなどの暗号資産を「現金」または「現金同等物」の分類に

含める場合には、金融政策および金融システムの安定性上のインプリケーションも考慮

すべき、と指摘している（ES24、Paragraph 3.62）。 
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扱われ得るかどうかを大別することが出発点になると考えられる。すなわち、現

金以外のデジタルマネー50は、現金を生み出す（キャッシュフローを創出する）

資産とみることができることから、そのキャッシュフローの態様に重要な影響

を及ぼす要素に着目する必要がある一方、現金であるデジタルマネーは、キャッ

シュそのものである（3 節(2)）。このため、会計マネー・ツリーでは、2 つの要

素（①独自の表示単位の有無、②社会における通貨の機能）によって、現金とし

て扱われ得るかどうかに基づく分類から始めている51。 

次に、3～6 点目は、現金以外のデジタルマネーについて、キャッシュフロー

の態様に重要な影響を及ぼす要素である。会計マネー・ツリーにおけるキャッシ

ュフローの態様に重要な影響を及ぼす要素として、マネー・ツリーの 3 要素（③

種類、⑤価値、⑥保証）のほか、（請求権の場合において）「金銭を受け取る権利

か、財・サービスを受け取る権利か」を加えている。金銭を受け取る権利は、キ

ャッシュフローの流入が（蓋然性の高低はあるにせよ）約束されている。他方、

財・サービスを受け取る権利は、それを売却できるときは、キャッシュフローが

流入する一方、売却できないときは、（請求権を行使する相手方から）企業にと

って価値のある経済的便益を受ける場合に限り、実態としてキャッシュフロー

が発生する。なお、「金銭を受け取る権利」は、会計基準における金融資産の定

義52に該当するものであり、会計の視点から明確に区別されている。 

（２）会計マネー・ツリーを用いたデジタルマネーの分類 

会計マネー・ツリーを用いると、支払手段は 13 種類に分類され（図表４）、

このうち、デジタルマネー（構想段階のものを含む）は 10 種類に分類される（図

表５＜シャドー部分＞）。以下では、様々なデジタルマネーが、会計マネー・ツ

                                                 
50 現金（現金そのもの）ではなく、現金を生み出す（キャッシュフローを創出する）資

産（脚注 38 を参照）。 
51 同様の理由から、Adrian and Mancini-Griffoli [2019] のマネー・ツリーと異なり、会計

マネー・ツリーでは、法定通貨以外が現金となる可能性を予め排除しない分類としてい

る。具体的には、「請求権」か「オブジェクト」かにかかわらず、「独自の表示単位があ

る」「社会において通貨の機能を果たしている」デジタルマネーは現金になり得るもの

（現金*(?)）として分類される。 
52 IAS 第 32 号 11 項は、概ね次のものを金融資産としている（下線は筆者）。 

(a) 現金 

(b) 他の企業の資本性金融商品 

(c) 他の企業から現金又は他の金融資産を受け取る契約上の権利 

(d) 他の企業との間で、金融資産又は金融負債を特定の条件で交換する契約上の権利 

(e) 企業自身の資本性金融商品で決済されるか又は決済される可能性のある特定の契
約 
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リー上、いずれの分類にあたるかについて、暗号資産、暗号資産以外のデジタル

マネーの順に、具体的にみていく。 

図表５ 会計マネー・ツリーに基づく分類と具体例 

分類（注１） 会計マネー・ツリーの要素の組合せ 具体例（注２） 

【Ａ】 「政府保証のある」「法定通貨での払戻額
が固定」の「請求権」 

要求払預金  

【Ａ*】 n.a. 

【Ｂ】 「民間」の「法定通貨での払戻額が固
定」の「請求権」 

決済事業者への預け金 

【Ｂ*】 単一通貨の現金同等物を裏付けとして発行
されるステーブルコイン（法的に債権であ
るもの） 

【Ｃ】 「法定通貨での払戻額が変動」の「請求
権」 

決済に利用可能な MMF 

【Ｃ*】 複数通貨の現金同等物を裏付けとして発行
されるステーブルコイン（法的に債権であ
るもの） 

【Ｄ】 「財・サービスを受け取る」「請求権」
で、財・サービスとの交換比率が法定通
貨を介して固定されているもの 

現金による払戻しができないプリペイド型
決済手段 

【Ｄ*】 ポイント（表示単位の価値が法定通貨建て
で固定されているもの） 

【Ｅ】 「財・サービスを受け取る」「請求権」
で、財・サービスとの交換比率が法定通
貨を介して固定されていないもの 

n.a. 

【Ｅ*】 ポイント（表示単位の価値が法定通貨建て
で固定されていないもの） 

決済に利用することができるユーティリテ
ィ・トークン 

【Ｆ】  「独自の表示単位がある」「社会における
通貨の機能を果たしていない」「オブジェ
クト」 

ビットコインのような暗号資産、ステーブ
ルコイン（責任主体が存在しないもの等） 

現金 「法定通貨建て」「オブジェクト」 中央銀行デジタル通貨（CBDC） 

現金*(?) 「独自の表示単位がある」「社会における
通貨の機能を果たしている」「オブジェク
ト」 

n.a. 

（注１）アスタリスク（*）の有無は、法定通貨と異なる「独自の表示単位」の有無を示す。 

（注２）構想段階のものは、一定の前提を置いている。 

 

イ.暗号資産 

ビットコインのような暗号資産は、「独自の表示単位がある」、「社会における

通貨の機能を果たしていない」、「オブジェクト」であるため、会計マネー・ツリ

ー上の【Ｆ】になる。 

これに対し、ステーブルコインは、（法定通貨に対する）価値の安定化を企図

して発行される暗号資産の総称として用いられており、様々なものがあるため、

会計マネー・ツリー上の分類も分かれる。ステーブルコインには、具体的な裏付
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け資産がある場合もない場合もあるほか、価値の裏付けとされる資産は、法定通

貨から実物資産、暗号資産まである。ステーブルコインの分類方法は色々あるが、

例えば、Bullmann, Klemm, and Pinna [2019] は、主として価格の安定化を図るメ

カニズムに応じて、4 種類に分類している53、54（図表６）。 

これらのステーブルコインは、「独自の表示単位がある」、「社会における通貨

の機能を果たしていない」という点で共通しているが、「請求権」か「オブジェ

クト」かは、その種類によって異なる。すなわち、図表６の分類のうち、(3)およ

び(4)は、価値安定化を図る仕組みにおいて、発行主体などの責任主体が存在し

ないことから、ビットコインのような暗号資産と同様、「オブジェクト」（【Ｆ】）

となる。 

図表６ Bullmann, Klemm, and Pinna [2019] によるステーブルコインの分類 

種類 価値安定化の方法 責任主体の有無 

(1)トークン化された資金
（Tokenised funds） 

現金等*を裏付けとして、分散台帳に電子的に
記録された発行者に対する権利を表彰するも
のとして発行する。 

 

* 現金、電子マネー、商業銀行マネー、中央銀
行当座預金。 

あり 

発行者またはエ
ージェント、カス
トディアン 

 

(2) オフチェーン担保・ステ
ーブルコイン（Off-chain 

collateralized stablecoins） 

コモディティや不動産といった実物資産を裏
付けとして発行する。 

(3) オンチェーン担保・ステ
ーブルコイン（On-chain 

collateralized stablecoins） 

暗号資産等を裏付けとして発行する。 なし 

（完全に分散型の場
合） 

(4) アルゴリズム・ステーブ
ルコイン（Algorithmic 

stablecoins） 

具体的な資産の裏付けはないが、①オンチェ
ーンのリザーブ（手数料として徴求してきた
もの）の使用、②将来の収入に対する権利の
売却によって、価値の安定化を図るもの。 

なし 

（備考）責任主体の有無の欄は、筆者が追加。 

（資料）Bullmann, Klemm, and Pinna [2019] 

                                                 
53 Regnard-Weinrabe et. al [2019] や Dell’Erba [2019] は、図表６における(1)・(2)を同じ

種類とし、ステーブルコインを 3 種類に分類している。 
54 なお、Bullmann, Klemm, and Pinna [2019] は、アルゴリズム・ステーブルコインは「執

筆時点では理論的な可能性である部分が大きい」（p.26）としている。無担保のステーブ

ルコインの価格安定化メカニズムを非現実的と指摘する声は多い（例えば、Eichengreen 

[2018]）。 
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他方、(1)および(2)は、価値安定化を図る仕組みにおいて、発行主体など何ら

かの責任主体が存在するため、金銭の受取を対象とする「請求権」となる可能性

がある。例えば、構想段階にある「リブラ（現ディエム55）」についてみると、リ

ブラ協会は、①単一通貨建ての現金同等物などを裏付けとして発行される「単一

通貨ステーブルコイン」及び、②それらの単一通貨ステーブルコインを裏付けと

して発行される「マルチ通貨ステーブルコイン」の 2 種類についてホワイトペ

ーパーで言及している56。本稿執筆時点において、リブラは構想段階であり、そ

の法的位置付けは明らかになっておらず、リブラの運営を担うリブラ協会ない

しリブラ・ネットワーク（以下、リブラ協会）がコインの償還（法定通貨による

払戻し）を約束しているかどうかについても判然としない。この点、リブラ協会

がコインの償還を約束していると仮定すると、経済実態としては、単一の法定通

貨の価値、または複数の通貨バスケットの法定通貨の価値を約束する債権であ

ると言えるため、会計マネー・ツリー上、「独自の表示単位がある」「民間」の「法

定通貨での払戻額が『固定』または『変動』」の「請求権」（【Ｂ*】または【Ｃ*】）

になると考えられる57。リブラ協会が利用者から受け入れた資金を見合いに運用

する通貨バスケットの運用益がリブラ協会の利益とする設計となる場合、利用

者にとっては、利息・分配金などの受入れがない代わりに、手数料がないか減額

されるとみることができる。 

ただし、何らかの責任主体が存在するステーブルコインであっても、償還請

求に応える責任が当該主体にあるとは限らない。また、償還請求に応える責任を

有すると考えられても、それが不明確であったり、それに応える意思や能力がな

                                                 
55 リブラ協会は 2020 年 12 月に、プロジェクトの名称を「ディエム」に変更。本稿執筆

時点でリブラ協会が 2020 年 4 月に公表したホワイトペーパーのバージョン 2.0 のアッ

プデートがないこともあり、本稿では「リブラ」、「リブラ協会」の名称を用いている。 
56 リブラ協会が 2020 年 4 月に公表したホワイトペーパーのバージョン 2.0 では、当初

計画していた複数通貨の現金同等物などを裏付けとするリブラコインに代えて、単一通

貨ステーブルコイン及び（複数の単一通貨ステーブルコインを裏付けとする）マルチ通

貨ステーブルコインを発行する構想が示された。このうち、単一通貨ステーブルコイン

について、リブラ協会は「現金または現金同等物、および当該通貨建ての超短期の国債

によって構成されるリザーブによって、完全に価値が裏付けられる」と説明している

（https://diem.com/en-us/white-paper/#cover-letter）。 
57 前述のとおり、金銭を受け取る権利は、現行の会計基準における金融資産に該当する。

リブラ協会が構想しているコインは、金融資産の種類としては、「預金」、「債券」、「投

資信託」のいずれとしても捉えることができる。 
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いとみられたりすることもある58。このような場合には、請求権が存在するよう

にみえても、「独自の表示単位がある」「社会における通貨の機能を果たしていな

い」「オブジェクト」（【Ｆ】）と整理する方が経済実態を適切に表していると思わ

れる。 

ロ.暗号資産以外のデジタルマネー 

まず、法定通貨建てのデジタルマネーをみると、預金、決済事業者への預け

金などは、会計マネー・ツリー上、「法定通貨での払戻額が固定」の「請求権」

（【Ａ】や【Ｂ】）に該当する59。また、決済に利用可能な MMF60は、「法定通貨

での払戻額が変動」の「請求権」（【Ｃ】）となる。このほか、現金による払戻し

ができないプリペイド型決済手段は、財やサービスを受け取る請求権」で、「財・

サービスとの交換比率が法定通貨を介して固定されているもの（【Ｄ】）となる61。 

次に、独自の表示単位があるものをみると、いわゆるリワード・プログラム

を通じて、企業が顧客に特典として与えるポイントは、会計マネー・ツリー上、

「独自の表示単位がある」、当該企業やその提携先の「財やサービスを受け取る」

「請求権」と言える。これらはさらに、「１ポイント＝１円」などといったかた

ちで、財・サービスとの交換比率が法定通貨を介して固定されているもの（【Ｄ

*】）と、固定されていないもの（【Ｅ*】）に分かれる。 

このほか、イニシャル・コイン・オファリング62（ICO）を通じて発行される

トークンの中には、①決済手段および送金手段として利用されることを想定し

たトークンや②トークン発行者（およびその指定する者）の提供する商品やサー

ビスの対価としてのみ利用可能だが、決済に利用されることを想定したトーク

                                                 
58 この点、Brainard [2020] は、「ステーブルコインといっても、その裏付け資産、“交換

レート”、裏付け資産をもって償還する能力、そして、発行者の償還請求に応じる責任

の度合いにおいて、大きく異なっている」（p.10）と述べている。 
59 会計マネー・ツリー上、【Ａ】と【Ｂ】を区別する「政府保証の有無」をどの程度厳

格に捉えるか次第で、【Ａ】にも【Ｂ】にもなり得るものがあるが、ここでの分類は概

念的なものにとどめる。 
60 中国では、2013 年に「支付

ア リ

宝
ペイ

」で決済に利用可能な「余
ユ

額
エ

宝
バオ

」が登場した。 
61 わが国において、プリペイド・カードやいわゆる電子マネーなどの前払式支払手段は、

払戻しが原則として禁止されているほか、利用者間での送金もできない。 
62 ICO（Initial Coin Offering）の明確な定義はないが、金融庁は「一般に、企業等がトー

クンと呼ばれるものを電子的に発行して、公衆から法定通貨や暗号資産の調達を行う行

為の総称」（金融庁「事務ガイドライン」第三分冊：金融会社関係、56 頁）としている。 
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ンがあるとされている63。発行者は存在するものの、何ら債務を負っていないト

ークンは、「独自の表示単位がある」「社会における通貨の機能を果たしていない」

「オブジェクト」（【Ｆ】）と整理できる一方、発行者が将来的に商品やサービス

を提供する債務を負っているトークン（決済に利用可能なユーティリティ・トー

クン）は、「独自の表示単位がある」「財・サービスを受け取る」「請求権」で、

財・サービスとの交換比率が法定通貨を介して固定されていないもの（【Ｅ*】）

と言える。 

（３）会計マネー・ツリーを用いたデジタルマネーの考察 

会計マネー・ツリー上の分類（デジタルマネーの経済実態）の観点から、次の

RQ2 および RQ3 について考察する。 

RQ2：暗号資産などのデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いについて、

経済実態の観点から、固有の難しさはあるか。 

RQ3：暗号資産などのデジタルマネーが現行の会計基準に投げかける課題はあ

るか。 

イ.デジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いに関する固有の難しさ 

（イ）暗号資産 

会計マネー・ツリーは、独自の表示単位の有無の別に、「法定通貨建て」を頂

点とするツリーと、「独自の表示単位がある」を頂点とするツリーが、概ね相似

形になっているものの、両者間に違いもある。「独自の表示単位がある」（図表４・

右側）を頂点とするツリーには、第 1 に、現時点で登場する可能性は不透明とは

いえ、概念的には、「社会における通貨の機能を果たすもの」が現金それ自体と

して扱われる可能性（【現金】*?）は排除されない（3 節(1)）。第 2 に、「社会に

おける通貨の機能を果たしていない」「オブジェクト」（【Ｆ】）が存在する。この

2 点目こそ、ビットコインのような暗号資産などの特別性（2 節）にほかならな

い。ビットコインのような暗号資産やステーブルコインの一部（【Ｆ】）について、

会計マネー・ツリー上、ペアとなるものが示されていないことは、これに対応す

る（経済実態が同じ）法定通貨建ての支払手段が存在しないことを意味する。す

なわち、会計マネー・ツリーを通して明らかとなったビットコインのような暗号

資産など（【Ｆ】）の特別性からも、これらの資産について、現行の IFRS の当て

はめが適切でない可能性が示唆される。もっとも、ビットコインのような暗号資

                                                 
63 長瀨［2018］262～263 頁。 
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産などについても、キャッシュフローの態様の観点からは、コモディティなどと

同様に、「基本的には、売却によってのみ、キャッシュフローが流入する」とい

う単純なものである64。 

他方、概ね相似形になっているツリーの対応するペア65は、会計マネー・ツリ

ーでみたキャッシュフローの態様に重要な影響を及ぼす 4 要素（第 3～6 の要素

である「種類」、「金銭の受取か、財・サービスの受取か」、「価値」、「保証」）が

全て同じである。対応するペアは、会計マネー・ツリーでみたキャッシュフロー

の態様に重要な影響を及ぼす要素が共通であることから、「実質優先」の原則の

もと、両者については、基本的には同様の会計処理が考えられる。このため、暗

号資産のうち、【Ｂ*】、【Ｃ*】に分類されるステーブルコインについては、対応

するペア（【Ｂ】、【Ｃ】）と同様に、金融資産の取扱いが適当と考えられる。 

（ロ）暗号資産以外のデジタルマネー 

次に、暗号資産以外のデジタルマネーについてみると、【Ｄ*】に分類されるポ

イント（１ポイント＝１円などといったかたちで、財・サービスとの交換比率が

法定通貨を介して固定されているもの）の場合、リワード・プログラムの制度設

計に大きな影響を受ける点を考慮する必要があるが66、基本的には、会計マネー・

ツリー上、ペアとなる【Ｄ】（現金による払戻しができないプリペイド型決済手

段）と同様に考えることができる。また、決済に利用可能なユーティリティ・ト

ークン（【Ｅ*】）には、会計マネー・ツリーでみたキャッシュフローの態様に重

要な影響を及ぼす要素が共通となる【Ｅ】に該当する支払手段はないものの、

【Ｅ】には、例えば、各種メンバーシップの権利などがある。支払手段になり得

る【Ｅ*】は、広範に使われているものであれば、流動性の高さを考慮する必要

はあるが、基本的な会計上の取扱いは【Ｅ】と変わらないと考えられる。 

このように、RQ2（暗号資産などのデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱

いについて、経済実態の観点から、固有の難しさはあるか）については、会計的

                                                 
64 ビットコインのような暗号資産には、貸出によって賃貸料を得ることが可能なもの

があるが、この点も商品などと同様である。 
65 ツリー上、対応関係にあるペアを同一のアルファベットとし、独自の表示単位がある

方にアスタリスク（*）を付している。 
66 例えば、ポイントには、使用期限が設けられていることがあるほか、ポイントを使用

する最小単位に定めがある場合がある。また、ポイントの単位の価値が法定通貨を媒介

として固定されていたとしても、リワード・プログラムの運営者がこれを変更する可能

性もある。 
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な視点からキャッシュフローの態様に重要な影響を及ぼす 4 要素からみると、

固有の難しさはないと考えられる67、68。 

ロ.デジタルマネーが現行の会計基準に投げかける課題 

同時に、現金として扱われ得るかどうかを識別する 2 要素（第 1～2 の要素で

ある「独自の表示単位の有無」、「社会における通貨の機能」）からみると、現行

の会計基準における外貨の取扱いの適切性などについて、新たな課題が示唆さ

れる。そもそも、企業にとっての外貨は、一部
．．

の
．
取引が認識され、測定される基

礎となってこそいるが、全て
．．

の
．
取引が認識され、測定される基礎となってはいな

い。また、企業は、特定の取引に伴い外貨の受払があるとしても、必ずしも当該

通貨の将来の価値を信頼しているとは限らず、自国の法定通貨に即時換金を行

っている（外貨は、企業にとって「価値の保蔵」機能を果たしていない）かもし

れない。 

このようにみてみると、デジタルマネーが社会における通貨の機能を果たす

には至らず、企業にとって一部の取引がデジタルマネーの表示単位を基礎とし

て認識され、「交換の媒介」として機能するのみであっても、当該デジタルマネ

ーの実態は外貨に近付く。言い換えると、法定通貨と異なる表示単位を用いるデ

ジタルマネーが広範に使われると、企業にとって、デジタルマネーと外貨との境

界が曖昧化する。もちろん、外貨は、ある法域において法定通貨であって現金で

ある一方、広範に利用されるデジタルマネーは現金でないという決定的な違い

はある。 

                                                 
67 ビットコインのような暗号資産には、マイニングや分裂といった事象もあるが、前者

は鉱石や石油の採掘などと同様に、後者は、家畜の出産などと同様に考えることができ

るため、経済実態としては、暗号資産に固有の事象とは言い難いと思われる。また、ハ

イブリッド・トークンのように、複数の経済的特徴を併せ持つデジタルマネーには、そ

の保有に係る会計上の課題が生じる可能性があるが（EFRAG [2020]）、不動産が資本増

価目的、販売目的、自社利用という複数の経済的特徴を持つように、複数の経済的特徴

を持つこと自体に新しさはない。 
68  このことは、暗号資産の保有に係る会計上の取扱いに関する論点がないことを意味

しない。例えば、EFRAG [2020] は、暗号資産の保有に関して、現行の IFRS の要求事項

に明確化ないし改善が必要と考えられている事項を特定しているが、これらの一部は、

IFRS に限らず、会計基準に共通する課題である。また、池田［2020］が指摘するよう

に、暗号資産について、①決算時における評価替えの有無、②マイニング、③分岐（分

裂）の際の会計処理には様々な議論がある。このうち、本稿では決算時における評価替

えの有無について、経済実態と保有目的を踏まえたアプローチからの検討を試みている

（5 節）。 
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もっとも、外貨にせよ、デジタルマネーにせよ、報告企業にとって同じような

ものだとすれば、整合性を確保する観点から、RQ3（暗号資産などのデジタルマ

ネーが現行の会計基準に投げかける課題はあるか）に関し、①（広範に用いられ

ることになった）デジタルマネーを外貨のように会計上扱うべきではないか、と

いった方向と、②そもそも現行の会計基準における外貨の扱いが適切なのか、と

いった方向の双方の問題意識を惹起するのではないかと思われる。 

以下では、これらの点を具体的に検討する。 

（イ）現行の会計基準が定める「現金」、「現金同等物」の範囲 

現行の会計基準における「現金」および「現金同等物」の範囲は、一般に、次

のとおり定められている（以下、会計上の現金同等物を指す場合は、「現金同等

物」と鉤括弧を付けて表記する）69。 

「現金」    … 手許現金及び要求払預金 

「現金同等物」… ①容易に換金可能であること、②価値の変動について僅少な

リスクしか負わないことの 2 つの要件を満たす短期投資69 

手許現金との関係からみると、一定の金額の手許現金と確実に交換可能であ

る要求払預金は「現金」に含まれ、容易に換金可能かつ僅少なリスクしか負わな

い短期投資が「現金同等物」に含まれる。また、外貨建ての手許現金と要求払預

                                                 
69 主要な会計基準の間でこの点における大きな差はない IFRS、日本基準、米国基準に

おける「現金」、「現金同等物」の定義は下表のとおり。 

▽ 主要な会計基準における「現金」、「現金同等物」の定義 

 IFRS  

（IAS 第 7 号「キャッシ

ュ・フロー計算書」6

項） 

日本基準 

（連結キャッシュ・フロ

ー計算書等の作成基準 

一・１、一・２） 

米国基準 

（230-10-20） 

現

金 

手許現金及び要求払預金 手許現金及び要求払預金 手許現金及び要求払預金 

現

金

同

等

物 

短期の流動性の高い投資
のうち、容易に一定の金額
に換金可能であり、かつ、
価値の変動について僅少
なリスクしか負わないも
の 

容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない
短期投資 

短期の流動性の高い投資
のうち、容易に一定の金額
に換金可能であり、かつ、
満期日が近いことから、金
利の変動に伴う価値の変
動について僅少なリスク
しか負わないもの  
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金は「現金」に含まれ、外貨建ての現金同等物は「現金同等物」に含まれる70、

71。 

会計マネー・ツリー上の分類でみると、【Ａ】・【Ａ*】は、現行の会計基準が定

める「現金」に、【Ｂ】・【Ｂ*】のうち、キャッシュフローの蓋然性がほぼ確実な

ものは「現金同等物」に概ね相当する72（図表７）。 

これに対して、会計マネー・ツリーの【Ｃ】・【Ｃ*】は「現金同等物」に相当

し得ない。もっとも、法定通貨の存在を前提としているデジタルマネーには、（そ

れ自体が社会における通貨の機能を果たしていなくても）それが生み出すキャ

ッシュフローの観点等からみて、現行の会計基準が定める「現金」や「現金同等

物」に性質が非常に近いものが存在し得る。本節(2)イ．で言及したリブラ構想に

おけるマルチ通貨ステーブルコインなどは、前述のとおり、その法的位置付けを

はじめ明らかになっていないことも多く、当該コインが債権なのかも、はっきり

していない。ただ、ここで注目したいのは、単一通貨建ての債権であれば「現金 

図表７ 現行の会計基準が定める「現金」および「現金同等物」の類型 

 現金 現金同等物 

 手許現金 要求払預金 

自国通貨建て 類型Ⅰ 類型Ⅰ’ 類型Ⅱ 

外貨建て 類型Ⅲ 類型Ⅲ’ 類型Ⅳ 

 

 

                                                 
70 IAS 第 7 号 25～28 項では、外貨建てのキャッシュフローについて規定しているとお

り、「現金」、「現金同等物」にはそれぞれ外貨建て「現金」、外貨建て「現金同等物」が

含まれる。この扱いは、日米の会計基準も同様である。 
71 ここでは、企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨（IFRS における機能通貨）

を自国通貨とし、表示通貨と同じであることを想定して議論している。 
72 「現金同等物」の 1 点目の要件（容易に（一定の金額に）換金可能であること）は、

「『一定の』金額」が予め分かっていること（＝マネー・ツリーの表現を用いると「固

定」であること）が前提にあると考えられる。例えば、IFRS の「現金同等物」の定義に

おける要件について、IFRIC が次のように述べている（下線は筆者）。 

「…IAS 第 7 号 6 項に示されている現金同等物の定義における決定的な要件は、
現金同等物が「容易に一定の金額に換金可能であること」と「価値の変動につい
て僅少なリスクしか負わないこと」である。IFRIC は第 1 の要件は、受け取る現
金の金額が当初の投資の時点で判明してなければならないことに留意した。」
（IFRIC® Update、2009 年 7 月、アジェンダ決定、現金同等物の判定） 

現金           【Ａ】・【Ａ*】      【Ｂ】・【Ｂ*】の一部 
会計マネー・ツリー上

の分類との対応関係 
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同等物」となり得るものが、複数組み合わせると、「現金同等物」になり得ない

ことである。例えば、単一通貨コインの場合、キャッシュフローの観点からみて、

預金と同じであれば、「現金同等物」の定義を満たす可能性がある。他方、マル

チ通貨ステーブルコインの場合、複数の「現金同等物」を組み合わせたものと同

じであって、かつ、それ自体を支払手段として用いることが可能であったとして

も、「容易に（一定の金額に）換金可能であること」の、「『一定の』金額」が予

め分かっていること（＝マネー・ツリーの表現を用いると「固定」であること）

の要件を満たさないことから、「現金同等物」に分類されないこととなる（図表

８）。 

さらに、仮に、複数の異なる通貨に跨る法定通貨や中央銀行デジタル通貨を

裏付けとしたデジタルマネーが登場すると、その実態は外貨に近付く73。将来的

に、このような複数の「現金」ないし「現金同等物」を組み合わせたデジタルマ

ネーが登場し、企業による取引の一部に用いられるとすれば、外貨との主な違い

は、法定通貨として位置付けのみになる。このようなときに、会計上、両者を異

なる分類とすることの適否が論点となるように思われる。両者の整合性を保つ

かたちで検討する場合、前述した①デジタルマネーを外貨のように会計上扱う

べきではないか、または、②そもそも現行の会計基準における外貨の扱いが適切

なのかといった問題意識に沿って、以下の両方の方向性があり得る。 

図表８ 複数の異なる通貨建て「現金同等物」の組合せ≠「現金同等物」 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Carney [2019] は、複数の法定通貨（通貨バスケット）を裏付けとする「合成覇権通

貨（Synthetic Hegemonic Currency: SHC）」を公的セクターが発行するべきか、という論

点を提示している。また、仮に、SHC が民間により発行され、払い込まれた複数の法定

通貨の全額相当額について、それぞれ複数の中央銀行への預託が義務付けられることが

あれば、オペレーションリスクなどは残るが、信用リスク面では、公的セクターが発行

するものと同様となるとみられる。 

仮に、単一通貨のステーブルコイン それらを組み合わせたものは
それぞれが現行の会計基準の 現行の会計基準の定義に照らすと、
「現金同等物」の定義を満たしても 「現金同等物」には分類されない。

円建て預金を裏付けに発行

されるステーブルコイン 複数の異なる通貨建て

預金を裏付けに発行される

ステーブルコイン米ドルて預金を裏付けに発

行されるステーブルコイン

ﾕｰﾛ建て預金を裏付けに発行

されるステーブルコイン
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① 複数通貨に跨る「現金」・「現金同等物」を裏付けに発行されるデジタル

マネーを、外貨や外貨建て預金等と同様に、「現金」や「現金同等物」に

分類する扱い 

② 外貨や外貨建て預金等を「現金」、「現金同等物」に分類することを見直

す扱い74 

（ロ）現行の会計基準における外貨換算と測定との関係 

現行の会計基準において、外貨建て取引は自国通貨（IFRSにおける機能通貨）

に「換算」することが求められる。IFRS では、非貨幣性項目では、測定基礎に

よって異なる換算レートが適用される一方、貨幣性項目では、例外なく決算日レ

ートが用いられる（図表９）。この扱いのもとでは、測定基礎が取得原価である

場合、貨幣性項目か非貨幣性項目の違いによって、財務諸表に認識される金額が

異なることとなる。例えば、償却原価を測定基礎とする債券には、外貨建ての測

定値に決算日レートが適用される一方、棚卸資産には、取引日レートが適用され

る。 

図表９ 外貨建て取引の期末における機能通貨への換算（IFRS） 

項目 換算レート 

外貨建て貨幣性項目 決算日レート 

外貨建て非貨幣性項目 取得原価で測定されている場合 取引日レート 

公正価値で測定されている場合 公正価値が決定された
日の為替レート 

（備考）IAS 第 21 号「外国為替レート変動の影響」23 項。 

単一の通貨建てで表示する財務諸表を作成する以上、換算が必要であること

は明らかだが、どのように換算レートを決定することが適当かは自明ではない。

現金や公正価値で測定される有価証券などについては、決算日レートを用いて

                                                 
74 現行の会計基準における「現金」・「現金同等物」の定義は、前述のとおりとなってい

るが、外貨建ての「現金」・「現金同等物」（図表７ 類型Ⅲ・Ⅲ’・Ⅳ）は、自国通貨建て

の「現金（要求払預金）」、「現金同等物」（図表７ 類型Ⅰ’・Ⅱ）とは性格が大きく異な

る。外貨と自国通貨との交換レートは大きく変動し得るほか、当該外貨の種類やタイミ

ング次第では、自国通貨（図表７ 類型Ⅰ）との交換すら容易ではない可能性がある。

すなわち、外貨は、自国通貨を起点に考えると、価値の変動について僅少とは言えない

リスクを負っており、一定の金額に換金可能でもないにもかかわらず、会計上、「現金」

に分類されている。 
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換算することには古くから一定のコンセンサスがあるものの75、全ての貨幣性項

目について、例外なく決算日レートを適用することについては異論もある76。将

来的に、法定通貨と異なる独自の表示単位があるデジタルマネーが広範に用い

られると、このように、「貨幣性項目か非貨幣性項目か77」を基準として換算レ

ートを決定することの妥当性が議論の俎上に載り得る。すなわち、外貨建て貨幣

性項目については、一律に決算日レートが適用されるため、償却原価を測定基礎

とする外貨建て債券の場合、「外貨建ての償却原価×決算日レート」が財務諸表

に認識される金額となる（図表 10 左下）。これに対して、独自の表示単位があ

る、取得原価を測定基礎とするデジタルマネーの場合78、法定通貨と異なる独自

の表示単位を持つデジタルマネーは外貨（外国における法定通貨）ではないこと

から、外貨換算の枠組みで考えると、取引日レートを用いて換算されている（デ

ジタルマネーの表示単位建ての取得原価×取引日レート＜図表 10 右下＞）。例

えば、為替レートの固定ペッグ制を採用している国・地域の預金と、単一通貨の

法定通貨を裏付けとして発行されるステーブルコインを比較すると、固定ペッ

グ制が維持されず、為替（交換）レートが変動した場合、前者は為替レートの変

動が財務諸表に認識される一方、後者は（公正価値で測定されていない場合）、

交換レートの変動は、減損の対象にはなるものの、即座には財務諸表に認識され

ない79。将来的に、法定通貨と異なる表示単位を用いるデジタルマネーが広範に

                                                 
75 実際、米国財務会計基準審議会（FASB）による初めての外貨換算基準である財務会

計基準書（SFAS）第 8 号が開発された 1975 年当時においても、現金、売掛金、買掛金、

current price/future price で測定された資産・負債について決算日レートを用いて換算す

ることに一般的な合意があった（FASB [1975] p.23）。 
76 韓国会計基準審議会（KASB）は 2011 年、IAS 第 21 号で要求されている外貨換算に

関する概念的な基礎が明確にされていないことなどを指摘したうえで、金融危機など稀

な状況（rare circumstances）においては、①外為市場の厚みの低下、②例外的かつ一時

的な外部ショックに起因する大幅な為替レートの変動といった限定的な条件のもと、長

期の貨幣性項目について、決算日レート以外の代替的な換算レートも許容することを検

討すべきと IASB に提案している（KASB [2011a, 2011b]）。 
77 IAS 第 21 号 16 項は、貨幣性項目・非貨幣性項目について、次のように述べている

（下線は筆者）。 

「貨幣性項目の本質的な特徴は、固定又は決定可能な数の通貨単位を受け取る権
利（又は引き渡す義務）である。（…）逆に、非貨幣性項目の本質的な特徴は、固
定又は決定可能な数の通貨単位を受け取る権利（又は引き渡す義務）が存在しな
いことである。（以下略）」 

78  次節でみるとおり、取得原価を測定基礎とすることが適当であると考えられるデジ

タルマネーは存在する。 
79  公正価値で測定されている場合には、決算日レートにより財務諸表に認識されるた

め、両者の間で違いはない（図表 10左上および右上）。 
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使われると、表示単位が法定通貨か否かのみによって、財務諸表に認識される金

額が異なることに疑問が投げかけられる結果、外貨換算と測定との概念的な関

係を再検討する必要が生じるように思われる。その方向性は、前述した①デジタ

ルマネーを外貨のように会計上扱うべきではないか、または、②そもそも現行の

会計基準における外貨の扱いが適切なのかといった問題意識に沿って、以下が

あり得る。 

① 独自の表示単位があるデジタルマネーを外貨のように換算する扱い 

② 換算レートの決定方法など、現行の外貨換算基準を見直す扱い 

 

図表 10 外貨建て貨幣性項目とデジタルマネーの評価額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）格子柄の面積が財務諸表に認識される金額に相当する。 

  

（１）外貨建て貨幣性項目 （２）デジタルマネー

▽ 測定基礎＝公正価値の場合 ▽ 測定基礎＝公正価値の場合
 

　　　取得原価 償却原価　公正価値 　　　取得原価　　　　　公正価値

外貨建て価額 デジタルマネーの表示単位建て価額

▽ 測定基礎＝償却原価の場合 ▽ 測定基礎＝取得原価の場合
 

　　　取得原価 償却原価　公正価値 　　　取得原価　　　　　公正価値

外貨建て価額 デジタルマネーの表示単位建て価額

為

替

レ

I

ト

決算日レート

交

換

レ

I

ト

決算日レート

取引日レート 取引日レート

為

替
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ト

決算日レート
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換
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決算日レート

取引日レート 取引日レート
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５．暗号資産の保有に係る会計上の取扱い 

本節では、次の RQ4 を考えるために、まず、必ずしも現行の会計基準を前提

とせず、暗号資産の保有に係る会計上の取扱いを検討する。それとの比較を通じ

て、現行の IFRS に基づく暗号資産の取扱いを吟味する。 

RQ4：現行の IFRS に基づく暗号資産の保有に係る取扱いは、経済実態と保有

目的を踏まえたものとなっているのか。 

（１）保有目的と測定基礎の選択との関係 

会計上、測定基礎の選択にあたっては、①企業のビジネスモデルにおける資産

の保有目的および②活発な市場における市場価格の有無を踏まえて決定される

べきと考えられている80。測定基礎を決定するうえで、ビジネスモデルにおける

保有目的――特に、直接的にキャッシュフローを生む資産として保有するのか、

間接的にキャッシュフローを生む資産として保有するのかの区別――を考慮す

ることの重要性は、従来から ASBJ が強調してきた81、82。 

個別にみると、金融資産については、IASB が企業のビジネスモデルにかかわ

らず、公正価値の適用を志向する傾向が強いなど、会計基準設定主体によって見

解が異なる面はある。いわゆる持ち合い株式などリレーション強化のために保

有する株式などについて、事業の目的に拘束される投資とみるか否かは見方が

                                                 
80 これらは、「投資の性格」とも言われている。 
81 ASBJ の討議資料「財務会計の概念フレームワーク」は、次のように述べている。 

「…特に事業投資については、事業リスクに拘束されない独立の資産を獲得した
とみなすことができるときに、投資のリスクから解放されると考えられる。（中略）
これに対して、事業の目的に拘束されず、保有資産の値上りを期待した金融投資
に生じる価値の変動は、そのまま期待に見合う事実として、リスクから解放され
た投資の成果に該当する。」（企業会計基準委員会［2006］第 4 章 57 項） 

82 秋葉［2019］は、ASBJ の討議資料「概念フレームワーク」や企業会計基準等にいう

「事業投資」の意味は、IASB の 2018 年概念フレームワークでも、次のとおり記述され

ていることを指摘している。 

・ 間接的にキャッシュフローを生み出すいくつかの経済的資源の使用を伴う有形固
定資産や棚卸資産は、歴史的原価で測定することにより、当該期間中に達成されたマ
ージンを導出するレリバントな情報を提供するとしている（6.24 項～6.31 項、6.55

項）。 

・ 資産や負債が将来キャッシュフローに寄与する方法は、事業活動の性質に応じて変
わることもあり、たとえば、同じ資産であっても、棚卸資産として販売したり、他に
リースしたり、事業に使用することができ、同様にキャッシュフローに貢献する資
産・負債を異なるように測定することは、比較可能性を低下させることがあるとして
いる（BC6.39 項）。 
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分かれがちである83。もっとも、ビジネスモデルが測定において一定の役割を果

たすことについては、IASB を含む会計基準設定主体の間で見解の相違はないと

考えられる84。基本的な考え方としては、ビジネスモデルにおける保有目的（①）

および市場価格の有無85（②）の両者の対応関係のもとで、次のような測定基礎

が適当であると整理できる（図表 11）。 

図表 11 市場価格の有無と保有目的との対応 

  ビジネスモデルにおける保有目的 

直接的にキャッシュフロー
を生む資産として保有 

間接的にキャッシュフローを
生む資産（※）として保有 

市
場
価
格
の
有
無 

活発な市場における
市場価格がある 

金融資産（売買目的） 

不動産（資本増価目的） 

コモディティ（投資目的） 

不動産（販売目的、自社利用） 

コモディティ（販売目的、原材料） 

 

売買はあり得るが、
活発な市場はない
（市場価格なし） 

――（※※） 典型的な有形固定資産 

典型的な棚卸資産（製品、商品、
仕掛品など） 

典型的な無形資産、非上場株式 

（※） 一般的に、企業の保有する他の資産や人材・ネットワークとの組合せによりキャッシ
ュフローを生むことが想定されている資産。 

（※※） 市場価格のない資産を売買目的として企業が保有することは通常、考え難いが、何
らかの要因により、流動性が低下し、活発な市場がなくなることはあり得る。 

 市場価格がある資産が、将来市場で売却される見込みで保有される場合には、

公正価値を用いる（図表 11・左上）。 

 市場価格がない資産が、営業・事業活動において使用される見込みで保有さ

れる場合には、取得原価を用いる（同・右下）。 

 市場価格がある資産が、営業・事業活動において使用される見込みで保有さ

                                                 
83 Penman [2011] p.170 は、2000 年頃の米国 IT 企業による多額の投資（IT 企業への投

資）について、その大部分がトレーディングとしてではなく、事業上の戦略（技術の取

得・開発・マーケティング）の一部として行っていたとしたうえで、IT バブル崩壊後の

損失によってそれまで計上された資産価値が消滅したことを指摘し、ファンダメンタル

ズを重視する投資家の立場から、このような投資に対する公正価値会計を批判している。 
84 例えば、IFRS 第 9 号「金融商品」における金融資産の分類・測定では、ビジネスモ

デルを 1 つの要件としている。これは、ビジネスモデルが、契約上のキャッシュフロー

の予測の質、すなわち可能性の高い実際のキャッシュフローに関する情報に影響すると

IASB が考えているためである（IFRS 第 9 号 BC4.15）。 
85 ここで「市場価格がある」とは、活発な市場における同一の資産に関する相場価格（す

なわち、レベル 1 のインプット）があることを指す。 

リレーション強化のために保有する株式 
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れる場合には、取得原価を用いる（同・右上）。 

（２）暗号資産の保有目的 

将来的な可能性として、企業は暗号資産をどのような目的で保有することが

あるだろうか。少なくとも以下の 3 点が保有目的となり得る86。 

① 決済目的 

第 1 に、事業活動における支払に充てるための決済目的の保有がある。具

体的なインセンティブとしては、次のような場合が考えられる。 

・ 送金手数料、利便性、匿名性などの観点から魅力がある場合 

・ 特定のデジタル・プラットフォームにおける決済において、暗号資産の

利用が求められる、または、利用に伴う値引きがある場合 

・ 従業員が暗号資産による給与支払を求める場合87 

・ 暗号資産の利用により、後続事務のスマートコントラクト化が可能とな

る場合 

② 取引・リレーション目的 

第 2 に、取引・リレーション目的の保有がある。例えば、特定のデジタ

ル・プラットフォームを利用する条件（いわばメンバーシップの条件）とし

て一定額の暗号資産の保有が求められるケースや企業慣行としての保有が

期待される場合が考えられる88。 

③ 売買目的 

第 3 に、売買目的の保有がある。昨今、ビットコインのような暗号資産は

新たなアセットクラスの地位を獲得したのかどうかとの議論が、盛んに行わ

れている89。一時的なブームに過ぎないとの見方も根強く、現時点では何と

                                                 
86 このほか、現実には、脱税などに用いられることも考えられるが、本稿では、関係当

局による査察などにより、こうした目的の保有は長続きしないとの立場を取っている。 
87 わが国では、労働法制のなかで給与の支払いは、現金（原則）または銀行口座への振

込（例外）に限られており、その他の方法で支払うことは認められていない。なお、政

府は現在、資金移動業者が発行するアカウントへの振込の適否を検討している。 
88 従来から、特定のサービスを受ける条件として、自社株式の購入が義務付けられるこ

とはある。また、わが国における固定電話の通話サービスの利用にあたっては、加入権

の取得が求められている。加入権自体を支払手段に用いることはできないが、市場価格

が存在し、転々流通性がある。 
89 例えば、Goldman Sachs Global Macro Research [2021] を参照。また、Panigirtzoglou et 

al. [2021] は、2020 年 11 月末以降におけるビットコインの時価総額の増加の背景につ

いて、機関投資家のフローは当該期間における増加額の 1.5％強程度に過ぎないと推計

したうえで、投機的な投資家がリアルマネー投資家による投資需要の高まりを先取りし
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も言えないが、暗号資産を売買目的で保有する企業が増える可能性はある。 

（３）暗号資産の会計マネー・ツリー上の分類と保有目的を踏まえた会計上の

取扱い  

最後に、暗号資産の保有について、3・4 節で考察した会計マネー・ツリー上

の分類（【Ｂ*】、【Ｃ*】、【Ｆ】のいずれか）と、ビジネスモデルにおける保有目

的の組合せごとに（図表 12）、会計上の取扱いを検討する。この際、【Ｂ*】およ

び【Ｃ*】については、会計マネー・ツリーでみたキャッシュフローの態様に重

要な影響を及ぼす 4 要素が共通である【Ｂ】および【Ｃ】の会計上の取扱いも参

照しつつ議論する。 

図表 12 暗号資産の会計マネー・ツリー上の分類と保有目的の 8 つの組合せ 

 決済目的 取引・リレーシ
ョン目的 

売買目的 

「民間」の「法定通貨での払戻額
が固定」の「請求権」（【Ｂ*】） 

① ④ ――（※） 

「法定通貨での払戻額が変動」
の「請求権」【Ｃ*】  

② ⑤ ⑦ 

「独自の表示単位がある」「社会
における通貨の機能を果たして
いない」「オブジェクト」（【Ｆ】） 

③ ⑥ ⑧ 

（※）「民間」の「法定通貨での払戻額が固定」の「請求権」（【Ｂ*】）は、価格変動が限定的であるた

め、売買目的での保有は考え難い。 

イ．決済目的 

まず、「民間」の「法定通貨での払戻額が「固定」の「請求権」（【Ｂ*】）を決

済目的で保有するとき（図表 12①）には、「いつでも請求権を行使する相手方か

ら予め分かっている一定金額の金銭を受け取れること」ないし「いつでも予め分

かっている一定金額の支払手段として利用できること」が想定される。さらに、

決済目的であることを考えると、義務を履行する主体から得られるキャッシュ

フローの蓋然性はほぼ確実と考えられる（リスクが僅少でないと安心して決済

に用いることができない）。「蓋然性がほぼ確実である」「法定通貨での払戻額が

固定」の「請求権」は、現行の会計基準における「現金同等物」の定義と概ね合

                                                 

た可能性を指摘している。 

 保有目的 

会計ﾏﾈｰ･ﾂﾘｰ上の分類 
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致する。「理論価格≠取得原価」ではあるものの90、「出口価値＝取得原価」が見

込まれるため、「取得原価≒理論価格」であり、会計マネー・ツリー上のペア（【Ｂ】）

にあたる決済事業者への預け金などと同様、取得原価を測定基礎とすることが

適当と考えられる（信用リスクが高まった際などには、簿価を切り下げ）。 

次に、「法定通貨での払戻額が変動」の「請求権」（【Ｃ*】）の決済目的の保有

（図表 12②）は、価値の払戻し（あるいは支払への利用）がいつでもできるこ

とから、基本的には、公正価値により評価差額を純損益とすること（FVTPL91）

が適当と考えられる。現実の支払に用いるにあたっては、取引が「法定通貨建て」

の場合と「暗号資産の表示単位建て」の場合の 2 通りがある。前者であれば、あ

くまで法定通貨建てでみた価値を支払に充てているに過ぎず、会計マネー・ツリ

ー上のペア（【Ｃ】）にあたる決済に利用可能な MMF と同様、公正価値を測定基

礎とすることが適当であると考えられる。他方、後者の場合、期末時点で、特定

の財・サービスの購入に用いることが確実である場合には、企業にとって当該暗

号資産の法定通貨建てでみた価値の増減は意味を持たないことから、当該部分

について、公正価値の測定を求めないとの判断やヘッジ会計の適用もあり得る

92。 

「独自の表示単位がある」「社会における通貨の機能を果たしていない」「オ

ブジェクト」（【Ｆ】）（図表 12③）の場合はどうか。【Ｆ】は、売却によってのみ

キャッシュフローが流入する。決済目的であることを考えると、一般に、広範に

使われている（流動性が高い）暗号資産であると考えられる（広範に使われてい

ないと安心して決済に用いることができない）。このため、公正価値（＝出口価

                                                 
90「政府保証のある」「法定通貨での払戻額が「固定」の「請求権」（【Ａ*】）でない以上、

信用リスクがある。 
91 評価差損益を損益に認識する公正価値（fair value through profit or loss）での評価を指

す。公正価値を測定基礎とするとした場合は、原則として FVTPL をいう。 
92 秋葉 ［2018］228～229 頁は、次の点を指摘している。 

・ わが国の会計基準では、外貨により授受された前渡金は、将来、財・サービスの提
供を受ける費用性資産であるため、金銭授受時の為替相場により円換算する。このた
め、暗号資産でも、財・サービスの提供先への支払であれば同種の処理を行うことが
考えられる。 

・ わが国の会計基準では、予定取引の為替変動リスクをヘッジする目的の外貨建金銭
債権債務について、ヘッジ会計の適用が認められている。このため、ヘッジ会計の要
件を満たす場合には、予定取引のヘッジ手段として、暗号資産を期末日の相場により
換算しても、その差額を繰延ヘッジ損益として繰り延べることができるとすべき。 
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値）で評価することが基本と考えられる93。企業が広範に使われていない暗号資

産を決済目的で保有する可能性もあるが94、企業があえてそのような暗号資産を

用いて決済するのであれば、その保有には事業活動における制約があると考え

られ、実質的には、次の取引・リレーション目的（図表 12⑥）であると言える。 

ロ.取引・リレーション目的 

取引・リレーション目的での保有（図表 12④～⑥）のときは、本節(1)の考え

方に基づけば、いずれも取得原価で評価することになると考えられる。もちろん、

事業投資に当たるかどうかの判断を要するが95、これは暗号資産に特有の難しさ

ではない。 

このうち、【Ｃ*】（図表 12⑤）および【Ｆ】（図表 12⑥）について、公正価値

の変動にレリバンスはないものの、公正価値自体にレリバンスがあるとみられ

る場合には、会計マネー・ツリー上のペア（【Ｃ】）にあたる資本性金融商品のよ

うに、公正価値を貸借対照表価額としたうえで、評価差額をその他の包括利益

（OCI）で認識すること（FVOCI96）も選択肢（OCI オプション）として考えら

れる97。 

ハ.売買目的 

売買目的での保有（図表 12⑦、⑧）のときは、本節(1)の考え方に基づけば、

「請求権」でも「オブジェクト」でも公正価値で評価することとなる。企業が売

                                                 
93 期末時点において、一定額の暗号資産を、特定の財・サービスの購入に用いることが

確実である場合などにおいて、公正価値の測定を求めないとの判断やヘッジ会計の適用

があり得る点は、「法定通貨での払戻額が変動』の「請求権」（【Ｃ*】）と同じである。 
94 例えば、特定のデジタル・プラットフォームにおける決済において、暗号資産の利用

が求められる場合など（37 頁を参照）。 
95 ASBJ の討議資料「概念フレームワーク」の考え方では、「事業リスクや事業の目的に

拘束されているか否か」が判断の基準となる（企業会計基準委員会［2006］）。 
96  評価差損益をその他の包括利益に認識する公正価値（ fair value through other 

comprehensive income）。 
97 IFRS 第 9 号では、売買目的保有以外の資本性金融商品については、公正価値で評価

しつつ、その変動を純損益ではなく、OCI に表示するという選択（取消不能が条件でリ

サイクリングは禁止）が認められているが、IASB はその背景を次のように説明してい

る（下線は筆者）。 

「IASB は、一部の資本性金融商品については、公正価値に関する情報が純損益に
レリバンスがないと考えられる可能性（may not be considered relevant to profit or 

loss）がある場合がある（金融商品が戦略目的で保有される場合など）ことを承知
している。」（IFRS 第 9 号 BCE.67） 



40 

 

買目的で保有する以上、基本的には、活発な市場における市場価格が存在すると

考えられる。ただし、何らかの要因により、流動性が低下し、活発な市場がなく

なった場合における測定基礎の考え方は、「請求権」と「オブジェクト」で異な

り得る。すなわち、「請求権」の場合、金融商品の理論価格のように、公正価値

で評価することが選択肢となる一方、「オブジェクト」である暗号資産の場合、

取得原価で評価せざるを得ない可能性が高い98、99。 

（４）現行の IFRSに基づく取扱いとの比較 

以上で検討した会計マネー・ツリー上の分類（経済実態）と保有目的を踏ま

えた取扱い（図表 13）に照らすと、補論 1・2 から整理される現行の IFRS に基

づく暗号資産の取扱い（図表 14）は、どのように評価できるのか。「請求権」と

なるステーブルコイン（［図表４］会計マネー・ツリー上の【Ｂ*】、【Ｃ*】）につ

いては、経済実態と保有目的を踏まえた取扱いと基本的に一致する。 

他方、ビットコインのような暗号資産や「オブジェクト」となるステーブル

コイン（［図表４］会計マネー・ツリー上の【Ｆ】）については、経済実態と保有

目的を踏まえた取扱いと一部に乖離がある100。具体的には、決済目的や売買目的

で保有する際、経済実態と保有目的を踏まえた取扱いでは、公正価値が測定基礎

となるのに対し、現行の IFRS に基づくと、ブローカー／トレーダーと考えられ

                                                 
98 「オブジェクト」に分類される暗号資産についても、適切な測定技法を用いることは

必ずしも排除されない（EFARG [2020] Chapter 5）。もっとも、本稿は、ビットコインの

ような暗号資産については特に、2 節で議論したその性格に鑑みて、測定技法を適用す

ることは難しいとの立場を取っている。 
99 こうした相違は、金融商品と無形資産の会計上の取扱いの違いに似ている。IFRS で

は、資本性金融商品については、活発な市場における市場価格がなく、信頼性をもって

公正価値を測定できない場合にも公正価値による測定を求めている（IFRS 第 9 号）。他

方、無形資産については、活発な市場がない場合に公正価値を用いることを許容してい

ない（IAS 第 38 号）。IFRS 第 9 号では、信頼性に欠けるときにも公正価値を要求する

理由について、IASB は「適切な測定技法とインプットを使用するならば、情報が信頼

性を有するための概念フレームワークの要件を満たす」としている（IFRS 第 9 号 BC5.17

項）。活発な市場がない場合に資本性金融商品の公正価値を求めることが適切かどうか

はともかく、金融商品の場合、理論価格が比較的得やすいとの見方がこのような IASB

の考え方に繋がっているとみられる。 
100 「オブジェクト」となる暗号資産を取引・リレーション目的で保有する場合、IFRS

に基づく取扱いは、経済実態と保有目的を踏まえた取扱い（取得原価が測定基礎＜図表

13・⑥＞）に近い。これは、現行の IFRS に基づくと IAS 第 38 号「無形資産」が適用さ

れ、事業投資の位置付けとなり、原価モデルまたは再評価モデルで評価されるためであ

る。 
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るときを除き、低価法となる。これは、IFRS では、IAS 第 2 号「棚卸資産」が

適用されていることから、事業投資を前提とした考え方が適用されているため

である。 

このように、現行の IFRS に基づくビットコインのような暗号資産や「オブジ

ェクト」となるステーブルコインの取扱いが、経済実態と保有目的を踏まえた取

扱いと一部乖離していることは、4 節(3)でみたように、「請求権」となるステー

ブルコインには、対応するペアである金融商品（会計マネー・ツリー上の【Ｂ】、

【Ｃ】）に関する現行の IFRS への当てはめが可能である一方、ビットコインの

ような暗号資産など（同【Ｆ】）については、対応するペアが存在せず、したが

って、対応する IFRS がなく、適切な当てはめができないことを映じている101。

このため、後者については、企業の財務報告における重要性が高まった際には、

経済実態と保有目的を踏まえた取扱いに沿った IFRSの検討が必要になると思わ

れる102。 

６．結び 

以上、本稿では、1 節(2)で述べた RQ に対する答えを探索してきた。結論を要

約すると次のとおり。 

RQ1：ビットコインのような暗号資産について、現行の会計基準の分類への当

てはめが明確でなかった背景は何か。 

ビットコインのような暗号資産は、金融商品、無形資産、棚卸資産のいずれ

とも共通する性質を有している一方で、いずれとも異なる性格を有している。具

体的に、①物理的な実体がなく、②契約または特別な根拠法に基づく権利でもな

いにもかかわらず、③市場価格があるという性格は会計基準の観点からみても

特別なものであり、現行の会計基準の分類への当てはめが明確でなかったと考

えられる（2 節）。 

                                                 
101 豪州会計基準審議会（Australian Accounting Standards Board :AASB）などが指摘する

ように、IFRS には投資として保有されている非金融資産（投資不動産を除く）につい

てのガイダンスが存在しない（AASB [2016]、EFRAG [2020]）。 
102 この点、わが国の会計基準（実務対応報告第 38 号）では、ビットコインのような

暗号資産について、活発な市場が存在する場合、公正価値を測定基礎としている。こ

のため、決済目的・売買目的の場合は、経済実態と保有目的を踏まえた取扱いと同じ

となる一方、取引・リレーション目的の場合は、経済実態と保有目的を踏まえた取扱

いと異なる。 
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図表 13 暗号資産の会計マネー・ツリー上の分類と 
保有目的を踏まえた測定基礎 

 決済目的 取引・リレーシ
ョン目的 

売買目的 

「民間」の「法定通貨での払戻額
が固定」の「請求権」（【Ｂ*】） 

①・④ 

取得原価 

―― 

「法定通貨での払戻額が変動」
の「請求権」【Ｃ*】  

②・③ 

 公正価値（注） 

（暗号資産の表示
単位建て取引の場
合、公正価値会計
の測定を求めない
扱いもあり得る） 

⑤・⑥ 

取得原価 

（FVOCI も選択
肢） 

⑦・⑧ 

 公正価値（注） 

「独自の表示単位がある」「社会
における通貨の機能を果たして
いない」「オブジェクト」（【Ｆ】） 

（注）「オブジェクト」の場合、活発な市場がなければ取得原価。 

図表 14 暗号資産の IFRSに基づく測定基礎（詳細は補論１・２参照） 

 決済目的 取引・リレーシ
ョン目的 

売買目的 

「民間」の「法定通貨での払戻額
が固定」の「請求権」（【Ｂ*】） 

①・④ 

取得原価 

―― 

「法定通貨での払戻額が変動」
の「請求権」【Ｃ*】  

② 

公正価値 

⑤ 

公正価値または
OCI オプション 

⑦ 

公正価値 

「独自の表示単位がある」「社会
における通貨の機能を果たして
いない」「オブジェクト」（【Ｆ】） 

   ③ 

低価法（原価ま
たは正味実現可
能価額のいずれ
か低い方） 

決済目的であるた
め、ブローカー／
トレーダーでない
ことを前提とした

場合 

⑥ 

原価モデルまた
は再評価モデル 

⑧ 

【ブローカー／
トレーダー以

外】 

低価法（原価ま
たは正味実現可
能価額のいずれ
か低い方） 

【ブローカー／
トレーダー】 

公正価値（注） 

（注）活発な市場がなければ取得原価。 

（備考）シャドー部分は、経済実態と保有目的を踏まえた取扱いと考え方が大きく異なる。 

  

 保有目的 

会計ﾏﾈｰ･ﾂﾘｰ上の分類 

 保有目的 

会計ﾏﾈｰ･ﾂﾘｰ上の分類 
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RQ2：暗号資産などのデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いについて、

経済実態の観点から、固有の難しさはあるか。 

RQ3：暗号資産などのデジタルマネーが現行の会計基準に投げかける課題はあ

るか。 

本稿では、新しいかたちのデジタルマネーの経済実態を捉えることを通じて、

上記の RQ2 および RQ3 を検討した。これは、暗号資産などのデジタルマネーの

経済実態が現行の会計基準の想定内であれば、それらの保有に係る会計上の取

扱いに特段の困難はない一方、これまで想定されてこなかったような新しさが

あれば、会計上の取扱いにあたっての難しさや、会計基準に投げかける課題があ

り得ると考えるためである。この点を分析する枠組みとして、デジタルマネーを

経済実態に応じて分類する「会計マネー・ツリー」を提示した。この枠組みを用

いて、会計マネー・ツリー上の分類（デジタルマネーの経済実態）の観点から、

次の 2 点を指摘した（3 節、4 節）。 

  暗号資産などのデジタルマネーの保有に係る会計上の取扱いについて、会計

的な視点からキャッシュフローの態様に重要な影響を及ぼす 4要素の観点から

みると、固有の難しさはないと考えられる。金融資産と同様の経済実態である

ものは金融資産の会計基準への当てはめが可能であるほか、財・サービスを受

け取る請求権にあたるデジタルマネーについても、従来から存在するメンバー

シップの権利などの会計処理に準じた取扱いが考えられる。それ以外の売却時

にのみ、キャッシュフローが流入する「オブジェクト」は、コモディティなど

と同様の取扱いが考えられる。 

  同時に、デジタルマネーが現金それ自体として扱われ得るかどうかを識別す

る 2 要素からみると、新たな課題が示唆される。法定通貨と異なる表示単位を

用いるデジタルマネーが広範に使われると、これらのデジタルマネーと外貨と

の境界が曖昧化する。この結果、デジタルマネーを外貨のように会計上扱うべ

きではないか、といった方向と、そもそも現行の外貨に関する会計基準の取扱

いが適切なのか、といった方向の双方の問題意識を惹起するのではないかと思

われる。具体的に、現行の会計基準における①「「現金」・「現金同等物」の範囲、

②外貨換算と測定との関係において、再検討の必要が生じ得る。 

RQ4：現行の IFRS に基づく暗号資産の保有に係る取扱いは、経済実態と保有

目的を踏まえたものとなっているのか。 

暗号資産の保有について、会計マネー・ツリー上の分類（経済実態）と保有目

的を踏まえた会計上の取扱いを検討したところ、現行の IFRS に基づく取扱いと
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一部乖離があった。これは、会計基準からみたビットコインのような暗号資産な

どの特別性から、現行の IFRS の適切な当てはめができず、これらを金融投資と

して売買目的等で保有するときにも、IFRS では事業投資を前提とした扱いとな

るためである。将来、企業の財務報告における重要性が高まった際には、経済実

態と保有目的に沿った IFRS の検討が必要になると思われる（5 節）。 

本稿の第 1 の貢献は、ビットコインのような暗号資産やステーブルコインの

一部（会計マネー・ツリー上の【Ｆ】）について、これらと経済実態が同じ法定

通貨建ての支払手段が存在しないこと――会計マネー・ツリー上、対応するペア

が存在しないこと――を独自の枠組みに基づき、明確に示したことである。また、

このように対応する IFRS がないゆえ、現行の IFRS の適切な当てはめができな

いことを明らかにした。第 2 の貢献は、将来的に、法定通貨と異なる表示単位を

用いるデジタルマネーの使用が拡がり、デジタルマネーの性格が外貨と接近し

た際に、新たに浮上し得る会計上の課題を具体的に示したことである。独自の表

示単位があるデジタルマネーが浮き彫りにした論点は、そもそも現行の会計基

準における外貨の扱いが適切なのかなどの課題を投げかけるものである。 

ただし、本稿で提示した会計マネー・ツリーが、会計的な視点からデジタル

マネーの経済実態を十分に捉えることができているかどうかについては、さら

なる検討が必要である。会計上の取扱いについて、本稿において検討していない

経済実態の観点からの固有の難しさがあるかもしれない。また、デジタルマネー

が投げかける課題については、現行の外貨に関する会計問題の指摘に止まって

おり、その解決方法を提示しているわけではない。これらは残された課題である。  
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補論１. 現行の IFRS に基づくビットコインのような暗号資産の取扱い 

補論 1 では、ビットコインのような暗号資産について、IFRS-IC が 2019 年に

公表した「暗号通貨の保有」（holdings of cryptocurrencies）に関するアジェンダ決

定の内容を通じて、IFRS に基づく分類・測定の考え方を概観する103。 

（１）どの IFRSが適用されるか？ 

IFRS-IC のアジェンダ決定では、「暗号通貨が通常の事業の過程における販売

の目的で保有される場合は、IAS 第 2 号『棚卸資産』が適用される。IAS 第 2 号

が適用されない場合は、企業は IAS 第 38 号『無形資産』を暗号通貨の保有に適

用する」との見解が示された。 

アジェンダ決定では、結論に至る過程において、以下のような点を考慮した

と説明されている。 

イ.ビットコインのような暗号資産は「無形資産」か？104 

IFRS-IC は、暗号通貨の次のような性質に鑑みて、IAS 第 38 号の「無形資産」

の定義（「物理的な実体のない識別可能な非貨幣性資産」）を満たしていると結論

付けている。次の 1 点目は識別可能であること105、2 点目は非貨幣性資産である

こと106のそれぞれ根拠となっている。 

                                                 
103  IFRS-IC のアジェンダ決定では、次のすべての性格を満たす暗号資産を対象として

いる。これらは、ビットコインのような暗号資産である。 

(a) セキュリティのために暗号を使用する分散台帳に記録されるデジタルまたは仮想
の通貨。 

(b) 国家機関その他の者が発行するものでない。 

(c) 保有者と別の者との間における契約を生じさせない。 
104 IAS 第 38 号は、次のものを除くすべての無形資産に適用するとしている。このため、

IFRS-IC は暗号通貨の保有が、金融資産の定義を満たすか、または他の基準の範囲内か

どうかを検討している。 

(a) 他の基準の範囲内の無形資産（例：企業が通常の事業の過程で販売することを目
的に保有されているもの＜IAS 第 2 号が適用＞） 

(b) IAS 第 32 号「金融資産：表示」で定義されている金融資産 

(c) 、(d) （略）  
105  次のいずれかの場合、IFRS における無形資産の定義の 1 つである「識別可能

（identifiable）」に該当する（IAS 第 38 号 12 項）。 

(a) 分離可能である場合 

(b) 契約またはその他の法的権利から生じている場合 
106 IAS 第 21 号 16 項は、「非貨幣性項目の本質的な特徴は、固定または決定可能な数の

表示単位を受け取る権利（または引き渡す義務）が存在しないことである」と述べてい
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 保有者から分離して個々に売却または移転することが可能であること。 

 固定数または決定可能な数の通貨単位を受け取る権利を保有者に与えてい

ないこと。 

ロ.ビットコインのような暗号資産は現金か？ 

IFRS-IC は、現金の性格として、IAS 第 32 号 AG2 項における通貨（現金）の

記述には、次の点が示唆されていることに着目している107。すなわち、現金につ

いては、①「交換の媒介（medium of exchange）」として用いられること、②財務

諸表における全ての取引が測定され、認識される基礎になると言える程度まで、

「財やサービスの価格付けにおける貨幣単位（monetary unit in pricing goods and 

services）」として用いられることが期待されていることである108。そのうえで、

暗号通貨は、現在これらの性格を有していないことから、現金ではないと結論付

けている。 

ハ.ビットコインのような暗号資産は（現金以外の）「金融資産」か？ 

IFRS-IC は、IAS 第 32 号に定める金融資産の定義109に照らして、暗号通貨は、

①他の企業の資本性金融商品（equity instrument）、②保有者にとっての契約上の

権利、③保有者自身の資本性金融商品で決済されるか又は決済される可能性の

ある契約のいずれでもないことから、（現金以外の）金融資産ではないと結論付

けている。 

ニ.ビットコインのような暗号通貨は「棚卸資産」か？ 

IFRS-IC は、暗号通貨が通常の事業の過程における販売の目的で保有されるこ

とがあることに着目し、そのような目的による暗号通貨の保有は棚卸資産の保

有であることから、IAS 第 2 号が適用されるとした110。また、企業は暗号通貨の

                                                 

る。 
107 IAS 第 7 号「キャッシュフロー計算書」6 項では、「現金（cash）は、手許現金と要求

払預金からなる」と定義しているが、IFRS には「現金」の性格に関する詳しい記述はな

い。 

108 本文脚注 34 を参照。 

109 本文脚注 52 を参照。 

110 IAS 第 2 号 6 項は、棚卸資産を次のような資産と定義している。 

(a) 通常の事業の過程において、販売を目的として保有されているもの 

(b) その販売を目的とする生産の過程にあるもの 

(c) 生産の過程またはサービスの提供にあたって消費される原材料または貯蔵品の形
態をとるもの  
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ブローカー／トレーダーとなり得るとの解釈を示した。 

（２）事後測定 

上記のように整理される結果、ビットコインのような暗号資産の当初認識後

の測定は、適用される基準等に応じて、次の①～④のいずれかにより測定するこ

ととなる。 

① 販売費用控除後の公正価値【FVTPL】 

② 原価または正味実現可能価額（net realisable value）のいずれか低い方 

【低価法】 

③ 取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額【原価モデル】 

④ 再評価日の公正価値から再評価日以降の償却累計額及び減損損失累計額

を控除した額【再評価モデル111】 

IAS 第 2 号が適用される場合、企業が暗号通貨のブローカー／トレーダーと

なるときは、IAS 第 2 号 3 項 (b)に定める要求が適用される結果、FVTPL（①）

となる一方、それ以外は低価法となる。IAS 第 38 号が適用される場合、企業は

暗号通貨に活発な市場が存在することを前提に、原価モデル（③）と再評価モデ

ル（④）から選択できる112。IASB スタッフは、企業が特定の暗号通貨を投機目

的で保有する場合、販売目的で保有していると考えられ、企業のビジネスモデル

は暗号通貨の販売を目的としていることを示している、との見解を示したうえ

で、（投機目的の保有は）「『通常の事業の過程における販売を目的として』保有

している可能性が高い」と述べている。さらに、これらの企業の中には、(a)自己

勘定で暗号通貨の売買を行ったり、(b)近い将来に売却する目的で暗号通貨を入

手し、価格変動に伴う利益を得る企業があり、ブローカー／トレーダーと考えら

れ得ることから、FVTPL により測定されることがある一方、長期の投機目的の

場合は低価法で測定されるとしている（IASB [2019] paragraphs 65-69）。 

 以上を纏めると、図表 A-1のとおり。 

  

                                                 
111 評価差益はその他の包括利益、評価差損は純損益を通じて公正価値で測定。 
112 暗号通貨に活発な市場が存在しないときは、原価モデル（取得原価＋減損）で測定

される。 
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図表 A-1 現行の IFRSに基づくビットコインのような暗号資産の事後測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）IASB [2019]をもとに作成。 
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補論２. 現行の IFRS に基づくステーブルコインの取扱い 

ステーブルコインについては、「暗号通貨の保有」に関するアジェンダ決定の

対象外とすることが意図されており113、これまで IASB における公式な議論が行

われていない。このため、補論 2 では、アジェンダ決定における議論を考慮しつ

つ、ステーブルコインの性格を踏まえて、IFRS に基づく分類・測定の考え方を

整理する。 

（１）どの IFRSが適用されるか？ 

イ.ステーブルコインは現金か？ 

ステーブルコインについても、アジェンダ決定で示されているような現金の

性格114を有していないことはビットコインのような暗号資産と同じである。 

ロ.ステーブルコインは（現金以外の）「金融資産」か？  

ステーブルコインの分類（本文図表６）のうち、（３）オンチェーン担保・ス

テーブルコイン、（４）アルゴリズム・ステーブルコインのいずれの種類のステ

ーブルコインとも、発行主体やカストディアンといった責任主体が存在しない。

これらの種類のステーブルコインは、ビットコインのような暗号資産と同じく、

①他の企業の資本性金融商品、②保有者にとっての契約上の権利、③保有者自身

の資本性金融商品で決済されるか又は決済される可能性のある契約のいずれで

もないことから、金融資産ではないと考えられる。 

他方、（１）トークン化された資金、（２）オフチェーン担保・ステーブルコイ

ンについては、何らかの責任主体が存在する。これらの種類のステーブルコイン

では、設計次第では、ステーブルコインがその責任主体の資本性金融商品と考え

られる場合があり得る。また、ステーブルコインの保有者とその責任主体との間

における契約関係が成立し、保有者が現金又は他の金融資産を受け取る契約上

の権利を有することにもなり得る。このため、これらの種類のステーブルコイン

は金融資産の定義を満たすことがあると考えられる。 

ハ.ステーブルコインは「無形資産」か？  

ステーブルコインのうち、責任主体が存在しないものや「金融資産」の定義

                                                 
113 IASB [2019] は、いわゆる「ステーブルコイン」や銀行によって発行される暗号資産

をアジェンダ決定の対象外とする観点から、「国家機関その他の者が発行するものでな

い」との条件(b)の「その他の者」が重要であると指摘している（paragraph 44）。 
114 本文脚注 34 を参照。 
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を満たさないものは、ビットコインのような暗号資産と同じく、IAS 第 38 号の

「無形資産」の定義（「物理的な実体のない識別可能な非貨幣性資産」）を満たし

ていると考えられる。 

ニ.ステーブルコインは「棚卸資産」か？ 

ステーブルコインについても、金融資産の定義を満たさないものについて、

通常の事業の過程における販売の目的で保有される場合、IAS 第 2 号が適用さ

れると考えられる。 

（２）事後測定 

ステーブルコインのうち、金融資産の定義を満たさないものについては、IAS

第 2 号または IAS 第 38 号に基づいて測定されると考えられる（前掲図表 A-1）。 

これに対して、他の企業の資本性金融商品や現金又は他の金融資産を受け取

る契約上の権利であると考えられるステーブルコインは、IFRS 第 9 号に基づい

て、資本性金融商品か負債性金融商品か（IAS 第 32 号に基づく区分）の別に、

測定方法が決まると考えられる。資本性金融商品は FVTPL で測定されるが、売

買目的保有以外の投資については、FVOCI も認められている（OCI オプション）。 

他方、負債性金融商品に対する投資は、（１）金融資産の管理に関する企業の

ビジネスモデル115、116、（２）金融資産の契約上のキャッシュフローの特性の 2 つ

の要件を考慮のうえ、①FVTPL、②FVOCI、③償却原価のいずれかで測定される。

具体的には、「契約上のキャッシュフローを回収するための金融資産の保有」を

目的とするビジネスモデルの中で保有されている場合には、キャッシュフロー

が「元本および元本残高に対する利息の支払いのみ（solely payments of principal 

and interest: SPPI）」であることの要件も踏まえ、償却原価で測定される。また、

「契約上のキャッシュフローを回収するための金融資産の保有」および「金融資

産の売却」の両方により、目的が達成されるビジネスモデルの中で保有されてい

る場合には、FVOCI で測定される。この点、契約上のキャッシュフローが元本

のみである単一通貨で裏付けのあるステーブルコインの場合、SPPI の要件を満

                                                 
115 金融資産の管理に関する企業のビジネスモデルとは、企業がキャッシュフローを生

み出すために金融資産をどのように管理しているのかを指す（IFRS第9号B4.1.2A項）。 
116 企業のビジネスモデルを勘案するのは、「（ビジネスモデルが）可能性の高い実際の

キャッシュフロー（the likely actual cash flows）が、主として契約上のキャッシュフロー

の回収から生じるかどうかに影響する」（IFRS 第 9 号 BC4.15）と IASB が考えているた

めである。 
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たす（預入額＝元本、利息＝ゼロ）こととなり、測定基礎は取得原価になると考

えられる。他方、複数通貨で裏付けのあるステーブルコインの場合、通貨バスケ

ットに連動した価値を元本とみることはできず、SPPI の要件を満たさないため、

FVTPL で測定されることとなると考えられる。 

 以上を纏めると、図表 A-2のとおり。 

図表 A-2 現行の IFRSに基づくステーブルコインの事後測定 
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